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第３次大空町総合計画

安心と希望を未来につなぐ
まちづくりの実現に向けて

大空町長 松川 一正

これまで、第２次大空町総合計画のめざす将来像「夢を絆を　笑顔で彩
る大空町」を掲げ、まちづくりを進めてきました。
この１０年、大空町を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。人口
減少と高齢化により日本の人口構造は大きく変化し、本町においても地
域の活性化や人材不足への対応は急務となっています。また、地球温暖
化が進み、豪雨や猛暑なども他人事ではなくなり、町でも脱炭素社会実現
のため、ゼロカーボンを推進しています。
大空町が誕生して20年目を迎えました。不安定な世界情勢や物価高な

どに起因する景気の悪化、それに伴う生活全般に関する負担の増加など、
日々の暮らしの不安はなかなかぬぐい切れません。それでも、私たちがこ
の町で暮らし続けていくために本当に必要なことは何か、安心と希望を
持っていただくためにはどんなことが必要なのか、行政だけでなく町民の
総力をあげて知恵を出し合い、実行し続けていかなければなりません。
第3次大空町総合計画のめざす将来像「安心と希望を未来につなぐま

ち　大空町」には、この町に住む私たち一人ひとりが幸せに、自分らしく、
安心して暮らしつづけていけるようにという町民の皆様の想いが込めら
れています。その実現のため、施策や事業を着実に進めてまいります。
本計画の策定にあたり、熱心にご議論をいただいた総合計画策定審議
会並びに町議会の皆様を始め、幅広い年代の皆様に様々な形でご意見や
ご提言をいただきましたことに心から感謝申し上げます。今後とも、この
将来像の実現のため、一層のお力添えをいただきますようお願い申し上
げます。
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基本構想

基本
構想

めざす将来像や方向性、そのための政策を位置づけ

基本計画
基本計画

実施計画

１０年間の施策を位置づけ

実施計画※

３年分の事業を
位置づけ

３年間分ずつ
毎年見直し ※「実施計画」は別冊で作成します。

中間年度に必要に応じて見直し

令和
８

令和
９

令和
１０

令和
１１

令和
１２

令和
１３

令和
１４

令和
１５

令和
１６

令和
１７

（年度）

２０２６２０２７２０２８２０２９２０３０２０３１２０３２２０３３２０３４２０３５

1   この計画について

（1）  計画策定の趣旨

（2）  計画の位置づけ

　平成 18（2006）年に大空町が誕生し、はじめての総合計画を策定してから 20年
が過ぎました。
　第 1次計画（平成 18年度から平成 27年度までの 10年間）では、平成 24（2012）
年度に「大空町自治基本条例」を制定し、総合計画を町の最上位計画に位置づけ、町
民と行政の協働を基本に、新たな枠組みでのまちづくりを進めました。
　第２次計画（平成 28年度から令和 7年度までの 10年間）では、国が掲げる地方
創生をめざし、移住・定住につなげる取組に力を入れてきました。最大の課題である
人口減少は歯止めがかからず、厳しい状況が続いていますが、今後の国の動向を踏ま
え、人口規模の縮小に適応できるまちづくりを進めていくことが求められています。
　このような社会情勢の中、２次計画の計画終了に伴い、新たに「第３次大空町総合
計画」を策定することとなりました。

「総合計画」の位置づけ、他の計画との関係は次のとおりです。

●大空町のまちづくり計画の中で最上位に位置する計画です。
●まちづくり全体にかかる方向性や取組が示されていますが、まちづくりの各分野で
策定している「個別計画」の内容と整合性を持つようにしています。
●本計画と同じ令和８（２０２６）年度にスタートする「第３期大空町まち・ひと・
しごと創生総合戦略（通称：総合戦略）」と整合性を持つようにしており、総合戦
略の施策は、本計画の重点施策にも位置づけます。

はじめにⅠ

（３）計画の期間と構成

　計画の期間は、令和 8（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10年間です。
　計画の構成は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つです。

基本構想 めざす将来像や方向性、政策などを位置づけます。

基本計画
基本構想で示した将来像や方向性、政策を実現するための「施策」が
示されています。
中間年度（5年後）に必要に応じて見直すこととします。

実施計画

基本計画で示した「施策」を具体的に進めるための「事業」が示され
ています。
3年分の事業を位置づけ、毎年、向こう 3年間分を毎年度見直しなが
ら進めることとします。

2 32 3
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（１）大空町の概要

　大空町は、北海道北東部に位置し、南に藻琴山、北に網走湖がある、総面積約
344㎢の町です。中央部は畑作地帯、西部の網走川沿岸の平地は稲作地帯、南部の藻
琴山山麓は酪農地帯が広がっています。
　気候は、オホーツク海沿岸の典型的な気候で、降水量が少なく晴天に恵まれる日が
多く、一年を通じて比較的おだやかな気候です。
　主な交通基盤として、JR石北本線、国道 39号と国道 334号及び道道 6路線が通っ
ているほか、女満別空港が所在し、旅客・貨物のオホーツク地域への玄関として、地
域の活性化に大きな役割を果たしています。
　農業が盛んで、全町の４割近くが耕地です。日本最東端の米の作付けをはじめ、麦類、
馬鈴薯、甜菜（グラニュー糖の原料）、豆類、野菜と多岐にわたって栽培されています。
　また、町内には、網走湖や藻琴山などの豊かな自然や、メルヘンの丘、東藻琴芝桜
公園など美しい風景を見ることができる観光スポットがあります。

　本町は女満別地域（旧女満別町）と東藻琴地域（旧東藻琴村）で構成しています。
両地域は網走町の一地域で、分村をへて東藻琴村と女満別村（その後女満別町）とな
り、それぞれまちづくりを進めてきました。そして平成 18（2006）年に女満別町
と東藻琴村が合併し、「大空町」が誕生しました。
　澄み切った大空、大空の下に広がる実り豊かな大地のもとで、町民が夢や希望を持
ち、晴れ晴れした気持ちで暮らしていくことができる町に、という願いを込めて「大
空町」と命名されました。

　本町の総人口は 6,775 人、世帯数は 2,750 世帯です（令和 2（2020）年の国勢
調査より）。全国同様に総人口、世帯の減少が続いています。また、少子高齢化の傾
向が続いており、平成 7（1995）年からは年少人口（15歳未満）よりも老年人口（65
歳以上）が多い状況が続いています。

　産業別の就業人口を第１次～第３次の産業分類＊でみると、主要な産業が農業であ
ることから第１次産業の割合が高い町ですが、小売業やサービス業などの職業に就く
人が増える中、平成７（１９９５）年からは第３次産業の人口が第１次産業の人口よ
りも多くなっています。

女満別地域

東藻琴地域

大空町

＊ 第１次～第３次の産業分類：第１次産業は農業・林業、漁業、第２次産業は製造業、建設業、鉱業など、第
３次産業は小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療・福祉業、金融業、情報通信業などの業種。

2   計画の背景
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（２）大空町を取り巻く環境

　大空町を含む全国の自治体を取り巻く環境（動き）と、それに対応する共通課題を、
いくつかの視点からまとめると、次のとおりです。

●日本の人口構造の変化
～日本の人口は平成２０（２００８）年をピークに減少傾向が続いています～

【取り巻く環境】
　令和２（２０２０）年の国勢調査によると、日本の総人口は約１億２，６１４万
人でしたが、約３０年後の２０５５年頃には、１億人を下回ると予想されています。
また、平成９（１９９７）年からは年少人口（０～１４歳）よりも老年人口（６５
歳以上）の方が多くなり、その後も年少人口と生産年齢人口（１５～６４歳）の割
合は減り続けています。
　人口急減・超高齢化という状況に直面する中、国は人口規模が縮小しても経済が
成長し、社会を機能させる適応策を講じていくとしています。

【共通課題】
　人口減少と高齢化は自治体運営にも大きな影響を与えています。地方創生の取組
を推進するとともに、支出や収入の管理、公共サービス提供の最適化、人材の確保
などを行い、持続可能な自治体経営を維持していくことが求められています。

●気候の変動
～国内外で深刻な気象災害等が発生しています～
【取り巻く環境】
　地球温暖化が進み、豪雨や猛暑のリスクが更に高まると予想されています。
　環境問題は世界共有の課題であるとの認識のもと、気候変動の原因である温室効
果ガスの排出削減と、吸収に向けた取組が各国で行われています。
　同時に、将来予測される気候変動の影響に適応できるよう、各分野で対策を講ず
る動きも見られます。

【共通課題】
　自治体においても、低炭素（脱炭素）社会の実現をめざし、低炭素（脱炭素）化
に向けた取組を加速することが求められています。
　また、自然災害の激甚化や頻発化、農林水産物への影響などが懸念される中、防
災対策の見直しや気候変動による農林水産分野の被害を減らすための適応策の実施
が求められています。

●グローバル化
～人やもの、資本、情報などが地球規模で移動、流通しています～
【取り巻く環境】
　貿易や投資などを通じた世界中との経済的な結びつきが深まり、国際競争が激化
する一方で、ビジネスチャンスも拡大しています。
　日本でも、外国人労働者や外国人観光客の増加など、日常生活の中でグローバル
化を感じる場面が増えています。

【共通課題】
　自治体においても、人材確保や経済の活性化を考えるうえで、外国人の存在は欠
かせないものとなっており、グローバル化に対応したまちづくりが求められていま
す。

6 76 7
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●デジタル化
～インターネットが普及し、デジタル化が急速に進んでいます～

【取り巻く環境】
　デジタル技術の普及により、オンラインやリモートで対応できることが増え、AI
（人工知能）の利活用も急速に進んでいます。
　対面からリモート、紙媒体から電子媒体、現金からキャッシュレスなど、身近な
場面でもデジタル化が進む中、国はデジタル技術を用いて新たな価値を創出する改
革（ＤＸ＊１）を推進しています。

【共通課題】
　リモートワークの普及により移住する人が増えたり、リモートやAI を活用して
課題を解決しようとしている地域も見られます。デジタル化を地域課題の解消や地
域の活性化に活用していくことが求められています。

●価値観の多様性
～多様な価値観を認め合うことが大事であるという考えが普及しています～

【取り巻く環境】
　持続可能な社会の実現をめざすには「多様性、公平性、包括性＊２」が大切であ
るという考えが若い世代や企業を中心に普及しつつありますが、それを受け入れな
い価値観も存在します。
　幸福や生きがいの捉え方も、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさ、健康
など、一人ひとりによって多様化しています。

【共通課題】
　国が各政策で「幸福感（ウェルビーイング）」を重視し、自治体においてもまち
づくりのキーワードとなる中、幸福に対する価値観が多様化していることを踏まえ
取り組んでいくことが求められています。

（３）大空町の課題や可能性

　アンケート調査や大空町を取り巻く課題などから、大空町のまちづくりにおける課
題や可能性を見てみると、次のとおりです。
※関連するアンケート調査結果については「資料編」など別途掲載します。

　住みよいまちづくりは、最も大切な課題であり、大空町でも重要性はますます高まっ
ています。
　アンケート調査で、現在の大空町の住みよさと、今後の定住意向（住み続けたいか）
を尋ねると、住みよさは年代の差が少ない一方、定住意向は年代が高いほど「住み続
けたい」が高くなっています。しかし、１０年前の回答結果と比較すると、８０代以
上で「住みよい」の割合が、６０代で「住み続けたい」の割合が、それぞれ１０年前
より減っています。また、「住み続けたい」と回答しなかった理由について、６０代は「こ
こで老後も生活を続けていくことに不安があるから」という回答が特に高くなってい
ます。
　住みよさを高めるには、各年代の住みづらさを解消することが大事ですが、中でも、
高齢者が感じる住みづらさや、老後が近づいてきた人たちの不安を解消していくこと
が重要です。
　また、年代を通して、住みにくさや町外に移りたい理由として高い割合であげられ
ているのは、前回と同じく「交通の不便さ」です。中高生は「バスや鉄道などの交通
が不便」という回答が前回より高まり、今回第１位になっています。
　前回よりも高くなった「日常生活が不便」、前回と同様に高い「医療や福祉面が不安」
なども含め、住みよいまちづくりを進めていくには、長年続いている不満を解消して
いくことが重要です。

住みにくさにつながる不安、不満を解消する

＊１ＤＸ：デジタルトランスフォーメーションの略。今までの業務を単にデジタルに置き換える（デジタル化）
のではなく、デジタル技術を活用して、新たな仕組やより一層便利なサービスを生み出すために変革してい
くこと。
＊２多様性、公平性、包括性：価値観や考え方も含め、さまざまな違いがあること（多様性）、一人ひとりのニー
ズに合わせて適切に対応すること（公平性）、すべての人が歓迎され、尊重されていると感じられること（包
括性）を重視する考え。
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こどもや子育て世代の評価を維持、向上させる
　前回の調査結果と比べて、改善の兆しが見えた部分もあります。
　中高生の定住意向は今回の方が高く、子育て世代である４０代の定住意向も、前回
よりも下がったものの、他の年代よりも小さい差にとどまっています。
　また、小中高校生からは、大空町に対する肯定的な声が多く寄せられたほか、４０
代・５０代の子育て支援への満足度は、前回より高くなっています。これらのことを
踏まえると、こどもや子育て世代からは、こどもや子育て支援に関する取組が一定程
度評価されていることが伺えます。
　「こどもまんなか社会＊１」や「若者・女性にも選ばれる地方＊２」が全国で推進され
る中、本町においても、こどもや子育て世代の声を聞きながら、この状況を維持、向
上していくことが重要です。

人口減少の抑制、地域の活性化につながる産業を振興する
　人口減少を抑制するには、生活を支える「働く場」が重視されますが、主要な産業
である農業生産の場でも効率化・省力化が進んでおり、「働く場」を増やしていくこ
とは難しい状況です。また、一次産業が求める労働力と「働く場」は一致していない
状況も見られます。
　一方、豊かな自然や美しい景観があり、空港が町内にある本町では、観光や来訪を
意識した産業振興を期待する声が多くありますが、それらの強みをいかしきれていな
いという声も少なくありません。
　一次産業の安定を維持しつつ、働きたい、滞在してみたい、仕事を始めてみたいと
いう人たちに積極的に働きかけ、産業・事業の創出や定住・関係人口の拡大につなげ
ていくことが重要です。
　商業については、町民の買物や消費のスタイルは多様化していますが、町内で買物
や飲食できる場、サービスを受ける場などが減り、不安や不満を感じる町民は少なく
ありません。交流の場や居場所の減少にもつながり、交流や滞在の楽しみが減り、地
域の活気にも影響します。
　住む人も訪れる人も魅力を感じ、地域の活性化にもつながる商業を維持、振興して
いくことが重要です。

＊１こどもまんなか社会：こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたちが健やかで幸
せに成長できる社会。
＊２若者・女性にも選ばれる地方：国がめざすひとつの方向性として「若者・女性にも選ばれる地方」を掲げ
ている。

　大空町が誕生して２０年がたちました。大空町で生まれたこどもも２０歳を迎える
ような年月が過ぎたことになります。
　特色のある２つの地域を持つ町が誕生したことで、まちづくりの可能性が広がった
という声がある一方で、大空町として一体感を未だに感じることが少ないという声も
あります。
　異なる地域特性を持ち合せていることは、町外へのアピール要素など、大空町の強
みとしていかすことができます。この２０年間で新たに誕生したこどもたち、結婚を
機に来られた方、移住先として大空町を選ばれた方など、新たな町民も増えている中
で、大空町の特性をいかし、アピールしていくことが重要です。
　また、一体感を感じづらい要因として、行き来のしにくさなど物理的な要因が大き
な影響を与えています。町民が異なる地域特性を町のよさとして感じるためには、移
動のしやすさや施設の在り方など、生活基盤の改善などについても取り組んでいくこ
とが重要です。

「大空町」だからできることをもっといかす
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①人口
　最新の国勢調査（令和２年）における本町の総人口は 6,775 人であり、10年前の
国勢調査（平成 22年）の数値よりも 1,000 人以上減少しています。日本の人口減
少の速度が予測を上回って進む中、本町においても同様の傾向となっています。
　この状況をふまえ、本町では、総合計画よりも長期的に人口の見通しを示す「人口
ビジョン」を見直し、令和 2年国勢調査をもとに推計した数値を基準として、その
数値を上回ることをめざすこととしました。
　本計画の最終年にあたる令和 17年の推計数値は 5,132 人であり、人口ビジョン
においては、この数値を上回ることをめざしています。
　このようなことから、第３次大空町総合計画の人口指標は、人口ビジョンとの整合
性をふまえ、5,132 人を上回る「5,300 人」と定めます。

②住みよさ
　第２次計画では、町民アンケートの「大空町の住みよさ」について、「住みよい」
または「どちらかといえば住みよい」と答えた人の割合が 85.0％を上回ることをめ
ざしていました。
　令和 6（2024）年度に実施したアンケートでは、「住みよい」または「どちらか
といえば住みよい」と答えた人の割合は 81.7％でした。
　今回も引き続き、『住みよい＊１』と答えた人の割合を指標として位置づけることと
します。

1   めざす町の姿

（１）将来像

　大空町を取り巻く環境は、めまぐるしく変化し続けています。
　不確実で将来を予測するのが困難と言われる現代において、10年後の日本や世界
の姿を想像することは難しいですが、これからも、だれもが暮らし続けることができ
る大空町をめざし、未来につなげていきたいと考えます。
　そのために、だれもが安心を感じられる土台をしっかり築きながら、変化する環境
にも力を合わせて対応し、大空町に住むすべての人が未来への希望を持てるまちづく
りを進めます。
　このようなまちづくりへの気持ちを込めて、「第３次大空町総合計画」の将来像を、
次のように定めます。

基本構想Ⅱ

（2）めざす指標

安心と希望を未来につなぐまち　大空町

安心
● 医療や福祉、生活基盤の充実などで安心の土台を築き、こどもから高齢者まで、
子育て世代もひとり暮らしも、安心して暮らせるまちになることをイメージし
ています。

希望
●こどもや若者が個人として尊重され、子育て支援や教育の充実などにより、こ
どもたちが希望を持てるまちになることをイメージしています。

●町の魅力が高まり、産業の振興や雇用の創出が進むことで、次代に希望が持て
るまちになることをイメージしています。

●考えや世代が異なっても、それぞれが自分らしく、幸せに生きることができる
居心地のいいまちになることをイメージしています。
未来につなぐ
●「安心」や「希望」が持てるまちを 10年後の大空町につないでいくことで、
持続可能なまちをめざすことをイメージしています。

これまでの人口の推移（国勢調査より） めざす人口
平成22（2010）年 平成27（2015）年 令和2（2020）年 令和17（2035）年
7,933 人 7,360 人 6,775 人 5,300 人

＊１『住みよい』：「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」の合計。

これまでの『住みよい』と答えた人の割合
（町民アンケート調査より）

めざす『住みよい』
の割合

平成18（2006）年 平成26（2014）年 令和6（2024）年 令和17（2035）年
69.5％ 80.7％ 81.7％ 85.0％
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２   ５つの基本目標

（１）基本目標１　魅力やうるおいを生み出す産業を展開するまちづくり
　地域経済を支える安定した農林水産業、大空町の資源をいかし来訪や交流人口を生
み出す観光、町民の生活を支え、地域に活気や活力を与える商工業など、それぞれの
分野での発展はもちろん、相互の連携により一層振興することで、大空町の魅力を高
め、うるおいを生み出す産業が幅広く展開されるまちづくりをめざします。

「基本目標１」に
関するまちづくり項目

１　農林水産業
２　観光産業
３　商工業、特産品
４　雇用、労働力、産業創造

（２）基本目標２　すこやかでおだやかな生活ができる福祉のあるまちづくり
　こどもからお年寄りまで、だれもが心身ともにすこやかに過ごせるまちづくりをめ
ざします。
　また、年齢や世帯構成、置かれる状況が異なっても、だれもが大空町で、おだやか
に生活することができるまちづくりをめざします。

（３）基本目標３　夢と学びがひろがり未来につながるまちづくり

（４）基本目標４　これからの住みやすさを支えるまちづくり

（５）基本目標５　未来につながる持続可能なまちづくり

　学びやスポーツをとおして一人ひとりの夢や視野などがひろがり、未来を拓く人を
育てるまちづくりをめざします。
　また、色々な世代の人が学びやスポーツによってつながることで、知の好循環がう
まれ、未来に向かって続いていくまちづくりをめざします。

「基本目標３」に
関するまちづくり項目

１　学校教育
２　生涯学習、社会教育
３　スポーツ
４　地域文化

　人口減少や高齢化に対応し、環境保全を意識した生活基盤を整え、維持していくこ
とで、年代や住んでいる場所に関わらず、だれもが住みやすく、また、住み続けられ
るまちづくりをめざします。
　また、日常生活の中で起こりうる危険な状況から町民の生命や財産を守り、安心・
安全に過ごせるまちづくりをめざします。

「基本目標４」に
関するまちづくり項目

１　市街地、住環境
２　道路
３　公共交通、移動支援
４　上下水道
５　生活環境
６　消防、救急、防災
７　交通安全、防犯、消費者対策

　まちづくりに関する情報や課題を多くの人と共有し、より住みよいまちづくりに向
けて立場をこえて協働することで、難しい課題も解消し、希望が持てる未来へとつな
がるまちづくりをめざします。
　また、大空町の魅力を発信し、町民が住みよさを感じたり、魅力にひかれて多くの
人が訪れたりすることで、移住や定住につながっていくまちづくりをめざします。

「基本目標５」に
関するまちづくり項目

１　関係人口、移住、定住
２　情報、デジタル化
３　自治体経営
４　共生社会
５　地域脱炭素
６　協働によるまちづくり

「基本目標２」に
関するまちづくり項目

１　保健、医療
２　地域福祉
３　こども・子育て支援
４　高齢者福祉
５　障がい者（児）福祉
６　社会保障
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重点施策Ⅲ

基本構想
基本計画 （施策）

実施計画 （事業）
３年間分ずつ
毎年見直し

施策を共有

中間年度に必要に応じて見直し重点的に進める施策

総合戦略の施策

総合戦略の事業
大空町総合戦略

重点的に進める施策

事業も共有

重点施策（大空町総合戦略）の方向性
●これまで効果があった取組を今後も推進
　（移住促進や子育て支援など）
●より多くの人に住みよさの向上を感じてもらう
　（多様な暮らし方・働き方を応援、不安の解消）
●大空町固有の地域資源、特徴をいかし活力を産み出す
　（女満別空港、特産品、町名などをもっといかす）
●交流人口や関係人口を増やし、地域の活性化、定住につなげる
●新たな技術で便利さや安全・安心を高める

令和
８

令和
９

令和
１０

令和
１１

令和
１２

令和
１３

令和
１４

令和
１５

令和
１６

令和
１７

（年度）

２０２６２０２７２０２８２０２９２０３０２０３１２０３２２０３３２０３４２０３５

　本計画の将来像である「安心と希望を未来につなぐまち　大空町」は、将来に向け、
持続可能なまちづくりを行なっていくことを目指すものです。その実現のためには、
全国の自治体と同様に、人口減少の抑制に取り組むことが最も本質的な課題となりま
す。そのため、本計画において人口減少抑制につながる施策を「重点施策」と位置付
けて取り組むこととします。
　本町では、人口減少抑制を目指し、本計画と同じ令和８（２０２６）年度にスター
トする「第３期大空町まち・ひと・しごと創生総合戦略（通称：総合戦略）」を策定
していることから、同じ課題を効果的・効率的に推進するため、総合戦略の施策を本
計画における「重点施策」として位置付け、一体的に取り組むこととします。
　内容として、これまで積極的に取り組み一定の効果が見られた移住促進や子育て支
援に加え、より多くの人に住みよさの向上を感じてもらえるような取組や、女満別空
港をはじめとする大空町固有の地域資源や特長を更にいかし、町外の人やもの、情報
等とのつながりも深め、広げながら人口の減少を抑制していく施策を位置づけるもの
であり、施策を進める事業については、実施計画や総合戦略に具体的に示すこととし
ます。
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魅力やうるおいを生み出す
産業を展開するまちづくり1

基本
目標

●国がスマート農業の普及を促進する中、町では、農業の効率化・省力化を図るため、ドローン等のスマー
ト農業技術の導入・普及を推進。
●新規就農者の交流や後継者の配偶者確保に向けた取組は、美幌町・津別町の３町合同で実施。アルバ
イトなどスポット的な労働力は、バイトアプリや無料職業紹介所でのマッチング支援などを通じて募
集。農業の担い手不足や高齢化、離農者の増加が懸念され、後継者が農業を継続する意欲が持てるよ
うにすることが必要。
●環境負荷低減に向けた取組は持続可能な農業を振興する上で重要。今後、国は補助事業等に対し、最
低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化する予定。
●作物生産能力を向上・保全させるため、土壌分析などを促進し土づくりを進めているほか、ジャガイ
モシストセンチュウ類をはじめとする病害虫対策を実施。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
スマート農業技術の導入・普及
スマート農業の活用方法や導入・普及を推進し、農作業の効率化・省力化及び労働負担の軽減
を図る。

● ドローンやロボット農業機械等を活用したスマート農業の現状把握と情報の提供
● 先端技術を用いた新たな技術の生産現場への導入・普及の推進
● スマート農業を推進し、地域農業の安定と生産性の向上、労働環境の改善の支援

2 農業の後継者対策の推進
既存農家の支援や新規就農者の育成を通じて、後継者対策を進める。

● 農業士、指導農業士へのステップアップなど地域農業のリーダーの育成
● 農業担い手育成センターをはじめ、近隣自治体や関係機関と連携した後継者対策につながる交流事業の実施
● 第三者継承や複数戸による法人化への取組の支援
● 農業関係資金制度等を活用した新規就農者の支援

3 農業を支える労働力の確保
アルバイト募集等を通じて多様な人材を発掘し、農業を支える労働者の確保に努める。

● バイトアプリなどを活用した労働力確保の取組の支援
● 無料職業紹介所でのマッチング支援による働き手不足の解消

4 環境負荷低減に向けた取組
環境への負荷を低減し、持続可能な農業振興を促進する。

● 化学肥料や農薬の使用を低減するなど環境負荷低減の取組を支援
● 緑肥の施用や有機農業など環境保全に効果の高い農業の推進

5
土づくり、病害虫対策の推進
土壌の作物生産能力を向上・保全させるために土づくりを推進する。
病害虫対策を推進し、農作物の病気や害虫による被害を予防・抑制する。

● 土壌分析診断の支援
● センチュウ類土壌分析の取組の支援
● センチュウ類まん延防止対策の支援
● 農村景観におけるシストセンチュウ類侵入防止のための啓発の促進

6 農用地の集積・集約化
地域農業における効率的利用を図るため、農用地の集積・集約化を進める。

● 新たな耕作放棄地が生じないよう、「農用地利用集積等促進計画」に基づく農用地の集積・集約化
● 地域計画に位置付けられた各地域における農用地の適正な利用等の推進

7 有害鳥獣対策の推進
有害鳥獣の駆除捕獲、侵入防止対策などを進め、農作物等の被害増加を防ぐ。

● 猟友会、関係機関と連携した被害防止の取組
● 電気柵等の設置及びエゾシカ侵入防止フェンスの維持管理への支援
● 有害鳥獣駆除の担い手の確保及び支援
● 環境の変化により新たに生存が確認された有害鳥獣による農作物等被害の把握

●農用地の集積化等を進めているが、営農戸数の減少等により、将来的に地域農業の農用地保全や適正な利用が
懸念される。
●有害鳥獣の駆除件数、被害額は増加傾向。猟友会員の高齢化が進む中、捕獲担い手の確保が急務。

施策・10年間で取り組むこと

１   農林水産業
現状 課題

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）（Ｒ７～Ｒ１６）

・酪農・肉用牛生産近代化計画（Ｒ３～Ｒ１２）
・食育推進計画（「地産地消促進計画」を包含）（Ｒ５～Ｒ９）
・鳥獣被害防止計画（Ｒ８～Ｒ１０）
・森林整備計画（Ｒ３～Ｒ１２）
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１   農林水産業（続き）

●酪農家の労働環境改善を図るため、利用組合を通して安定的な酪農ヘルパーの確保に努めている。家
畜伝染病の防疫対策を実施するほか、獣医師の活動を支援。生乳の品質向上と乳牛の資質改良を進め
る乳牛検定員の確保が必要。
●経営体質強化や安定のため、経営の法人化や農作業受託組織の育成、効果的な制度資金の利用を促進。
限られた担い手で安定した農業経営を行うために、生産性の効率化と省力化の推進が必要。
●地域要望を踏まえ、関係機関と連携し、農地の区画整理や農業用用排水施設の整備など農業基盤の整備、
老朽化に伴う整備・補修を推進。
●オホーツク管内の豆類作付増加による輪作体系確立と、豆類のブランド構築に向け、広域穀類乾燥調製貯
蔵施設を整備。作付増加に対応するため、調製設備や貯蔵施設の能力を増強。
●「食育推進計画」に基づき、生産者団体などが主催する農業体験や料理教室、地域のＰＲイベントな
どを通じて地場産品を紹介するほか、町民が安全・安心で美味しい食材を選択できる環境づくりを推進。

●森林所有者の負担軽減と優良な森林資源を確保するため、造林・下刈・除間伐などを実施。戦後に造林された
カラマツ人工林が主伐時期となり、林道の整備などを行いながら伐採を計画的に進めることが必要。また、二
酸化炭素の吸収をはじめ、水源のかん養、土砂流出や山地災害等の抑制、生活環境や動植物の生態系保全など
森林の持つ様々な機能を維持・向上させるためにも、森林の適切な整備が必要。

●網走湖のしじみ・わかさぎ・しらうおなど、多様な水産資源を確保するため、資源調査や水質調査に対する支
援を実施。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

8 畜産業の経営安定、労働負担軽減
酪農ヘルパーの安定的な確保により、畜産業者の労働負担の軽減に努める。

● 乳牛検定活動への支援
● 酪農ヘルパー利用組合に対する支援
● 畜産クラスター事業の推進

9 家畜伝染病防疫対策の推進
家畜伝染病の発生予防、まん延防止などを行い、家畜の病気を防ぐ。

● 家畜伝染病防疫対策協議会を中心とした家畜衛生対策の普及推進
● 獣医師の活動に対する支援

10 経営安定化に向けた支援
個々の実態に即しながら、経営の安定化、生産性の効率化などに向けた支援を行う。

● 農業者が自らの営農活動の現状及び目標等を記載した「農業経営改善計画」を認定し、経営所得安定対策等
　 の支援措置を推進
● 農業関係資金制度等を活用し、経営の安定と向上の支援

11
農産物の安定生産や品質向上につながる基盤・関連施設の整備
干ばつや災害に強い基盤づくりを進める。
農業施設の計画的な整備を進める。
気候変動等に対応した持続的な農産物の安定生産を推進する。

● 農業施設の計画的な整備
● 用・排水路の整備、関連施設の更新及び維持補修
● 農道の整備及び維持補修
● 気候や環境の変化に適応する栽培体系構築に向けた取組の推進

12
食育の推進
関係者間の連携により食育活動を実践し、健全な食生活と地域の食環境を理解する取組を推進
する。

● 料理教室や乳幼児相談など、健康づくりにつながる食育の推進
● 地元食材を活かした学校給食やファームスクールなど、地場産品を用いた食育の推進
● 食育講話や食品ロスの啓発など、未来を担う子どもたちへの食育の推進

13
民有林の計画的な整備の促進
高齢化が進む民有林の更新を進める。
森林環境譲与税を活用した民有林の整備を進める。

● ドローン等のＩＣＴ技術を活用した森林資源の調査に基づく主伐の実施
● 民有林の点検・整備に必要な林道、路網等の整備・維持管理
● 新たな林道、路網等を整備するために必要な調査の実施
● 森林環境譲与税を活用した私有林における造林、下刈り、除間伐、枝打ちの支援
● 森林経営計画に沿った私有林の適正管理に対する支援

14
しじみ、わかさぎ、しらうおの資源安定化、水質環境調査の実施
しじみ、わかさぎ、しらうおの資源変動を調査し、資源の安定化を図る。
網走湖の水質環境調査を継続して実施する。

● しじみ、わかさぎ、しらうおの資源変動・水質環境調査の支援
● 網走湖の水質・環境改善に向けて関連機関への協力要請

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと
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２　観光産業

●芝桜公園、網走湖女満別湖畔、藻琴山など花や自然、農村景観を活かした観光を振興。
　自然観光とともに、食の魅力をアピールし、訪問や滞在につなげていくことが必要。
●観光イベントは、芝桜まつりやめまんべつ観光夏まつり、ノンキ―ランドふるさとまつりなどがあり、
観光協会や各団体と連携して開催。
●観光関連施設は、芝桜公園、乳酪館、２つの道の駅などがある。芝桜公園は今後大規模改修を進める。
また、空港があるという優位性や立地特性を活かした観光客の集客、にぎわいづくりも必要。
●観光施設への案内看板の設置やホームページ、ＳＮＳなどを活用した情報発信を実施。
　魅力ある観光地づくりを進めるために、観光関係団体や観光事業者との連携を強化した取組が必要。

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・観光振興計画（Ｈ２９～Ｒ８）

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
豊かな自然や食を活かした体験・滞在型観光の振興
自然や食を活かした四季折々の体験・滞在型観光プログラムの開発、ＰＲ及び観光事業者等の
育成を行う。

● 豊かな自然環境を活かしたアドベンチャーツーリズムの推進
● 地域の魅力と資源を活かした観光コンテンツの磨き上げ
● 冬期間のアクティビティプログラムの開発
● 北海道東トレイル及び屈斜路カルデラトレイル開通に伴う藻琴山登山道の保全管理、体験型ツアーの商品化
　 に向けた連携、協力
● 観光ビジネスの取組ができる事業者、観光ガイドの育成
● 多様なニーズに対応する広域周遊観光の促進

2 イベントの充実
地域の特性を活かした魅力あるイベントを展開する。

● ＷＥＢ、ＳＮＳなどを活用したイベント情報の効果的な発信と旅行会社等へのＰＲ活動の実施
● 観光協会や各団体と連携し、地域の活性化とにぎわいを創出する魅力ある各種イベントの充実

3 施設の維持、有効活用
安心・安全な施設の維持管理を行うとともに、集客が高まるよう、魅力ある運営を行う。

● 道の駅や乳酪館など観光関連施設の充実、利用拡大を図る取組の推進
● 芝桜の植栽状況の改善・再生
● 芝桜公園の顧客獲得につなげる大規模改修

4
女満別空港の活用
周辺市町や関係団体等との広域連携により、女満別空港の利用を促進するためのプロモーショ
ン活動や地域ＰＲ等を行う。

● 女満別空港整備・利用促進協議会等と連携したプロモーション活動の展開
● 空港施設等を活用したイベントの拡充
● 空港アクセスの向上と広域観光の振興

5
観光振興の推進、情報発信の充実
各種媒体を活用した効果的な情報発信を行う。
観光関係団体や観光事業者との連携を強化する。

● 様々な媒体を活用し、旅行者に対して旅前・旅中の魅力的な情報の発信
● 観光協会や観光関係団体等との連携を強化し、大空町の知名度を高める取組の推進
● デジタルツールを活用した多言語情報の発信

施策・10年間で取り組むこと

現状 課題
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３　商工業、特産品

●中小企業の経営安定、事業継続を支援。担い手不足や後継者の育成などの対策が必要。
●町内の消費活動の促進と商店街の活性化のため、商工会、ポイントカード会と連携し、商店街のにぎ
わいづくりに対する支援を実施。
●産業振興や地場産品の開発のために、事業所の新設・増設に対する助成、新しい地場産品の製造に必
要な試作・試験研究・調査・研修費用を助成。

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・都市計画マスタープラン（Ｒ３～Ｒ２２）

・まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（Ｒ８～Ｒ１２）

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
商工事業者の経営安定と活性化
経営改善につながる取組や後継者対策などを通じ、経営の体質強化と事業者の育成、地域のに
ぎわいを創出する。

● 新規事業の参入を促し、地域の活性化につながる起業・創業の支援
● 商工事業者の安定した事業継続の支援
● 後継者のいない商工事業者の事業承継の促進
● 商工会や関係団体等との連携による地域のにぎわいづくりの推進

2 町内での買い物の利便性や満足度の向上
町内での消費活動を促進することにつながる取組を推進する。

● 商工会、ポイントカード会と連携し、新たなポイント事業等、地域の消費活動を促進する仕組みづくり
● 消費行動や利便性の向上につながるデジタル技術を活用した取組の推進
● 地元以外の消費者や観光客へのＰＲとなる企画・イベントの開催に対する支援

3
地域資源を活かした特産品の開発、販路拡大の促進
各種補助や特産品の情報発信などを通じて、地域資源を活かした特産品の開発、販売、販路の
拡大などを促進する。

● 空港、道の駅や乳酪館を利用した特産品の販売促進
● 新たな販路拡大について、農・水産物、加工品等地場産品のＰＲ活動を行うための支援
● 地場産品の製造に必要な試作・試験研究・調査・研修に要する費用の助成
● 特産品のＰＲ、販売促進、販路拡大
● 地場産業を支える人材（就業者）の確保

施策・10年間で取り組むこと

現状 課題
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４　雇用、労働力、産業創造

●町内事業者の後継者として外部人材を活用する取組などを推進。地域産業を維持していくためにも、
若い世代が就職できる雇用の場が必要。
●町では無料職業紹介所を開設し、働きたい人と町内の事業者とのマッチングを実施。
　商工会、ＪＡめまんべつ、観光協会とともに人材サービス会社と包括連携協定を締結し、短時間や単
発でアルバイト希望者と町内の事業者をつなぐサービスを提供。
●商業や農業関係者と連携した誘致活動のほか、立地や地域資源など町の特性を活かした企業誘致を推
進していくことが必要。

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（Ｒ７～Ｒ１２）

・都市計画マスタープラン（Ｒ３～Ｒ２２）
・まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（Ｒ８～Ｒ１２）

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
働く場の維持、拡大の促進
すでに大空町に定着している各産業・企業等の継続性を支える。
起業・創業する事業者を支援し働く場を増やす。

● 町内事業者の事業承継のサポート
● 移住者など、若い世代の就業の相談支援
● 町内の企業（事業所）の継続性の支援

2
労働力の確保
働き手を求めている町内の事業者と、働きたい人たちをつなげ、地域に欠かせない労働力の確
保に努める。

● ハローワークを通じた情報提供
● 無料職業紹介所の開設
● スポットワークの仕組みを活用した人材確保や雇用創出など、多様な働き方の推進
● 外国人技能実習生との交流や文化体験機会の創出

3 企業の誘致
進出したくなる地域として大空町を選んでもらえる魅力を高め、誘致を進める。

● 官民連携手法の導入や地域の特性を活かした企業誘致施策の推進
● 町内遊休地、遊休施設等を活用した誘致活動
● 多様な就労環境の整備

施策・10年間で取り組むこと

現状 課題
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●各種健診結果をもとに健康管理を指導。がん、循環器病、糖尿病などの生活習慣病の発症・重症化予
防には適正体重の維持が重要であり、肥満者の割合が国の目標値よりも多いこと、妊娠前に「やせ」
であった女性は出産時のリスクが高くなることなどを踏まえ、生活習慣の改善を働きかけていくこと
が重要。
●がん及び循環器疾患への対策に加え、患者数が増加傾向にあり、重大な合併症を引き起こす恐れのあ
る糖尿病への対策は重要な課題。がんは早期であれば治せる可能性が高く治療負担も軽くすむことが
多いため、がん検診の受診率向上が重要。また、喫煙（受動喫煙も含む）、飲酒、低身体活動、肥満・
やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取などを抑えると、がんや循環器疾患の予防となるため、
これらに対する対策も重要。
●全国の自殺死亡率＊１はピーク時より減少したが、近年は横ばいで推移。大空町では全道と同様に増加
傾向で、全国より高め。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
生活習慣の改善
子どもの頃からより良い生活習慣を身につけることと、町民自身が健康状態を振り返り生活習
慣を見直していくように、健康に関する各分野の課題を把握し、健康増進への働きかけを進める。

● 個人の健診データを読み解き、適切な食習慣を町民自ら選択できるための指導
● 幅広い世代に向けて、運動の必要性や効果、具体的な方法について普及啓発
● 睡眠の重要性について情報提供
● 男女別の適正飲酒量の違いや多量飲酒による健康障害に関する知識の普及
● 喫煙のリスクに関する普及啓発、禁煙外来についての情報提供
● むし歯や歯周病の予防、口腔管理の必要性について普及啓発
● 妊娠期から授乳期、乳幼児期、学童期に至る時期に各対象に適した食事量や栄養バランスなど基本的生活習
慣を促す情報提供と母子保健事業の実施

2
生活習慣病の発症予防・重症化予防
生活習慣病の現況や正しい知識の普及啓発をはじめ、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康
に有益な行動変容の促進や環境整備、医療との連携、がん検診受診率向上、特定健診・特定保
健指導実施率の向上に取り組む。

● がんの正しい知識やがん検診の有効性等について、知識の普及啓発
● 自分の健康状態に関心を持つきっかけづくりによる健診の受診率向上促進、相談窓口の周知
● 生活習慣の改善や適正な医療機関の受診、服薬管理の重要性など個人の状況にあわせた支援

3
こころの健康の維持及び向上
福祉、医療のほか学校とも連携を深め、自らの心や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処
することができるようにする。

● 自殺予防のための意識啓発及び相談窓口等の普及
● 健康問題から波及する不安や悩みの軽減
● 産後うつの予防や子育ての孤立化を防ぐための支援の充実
● ゲートキーパー＊３養成研修の実施

4
地域医療の維持存続
住み慣れた町で、通院はもとより、概ね入院を含めた医療サービスが完結できる医療提供体制
の整備を図り、町民・患者の視点に立った医療情報の提供を進める。

● 医療を支える医師・看護師等の確保（医療等従事者の充実、配置）
● 在宅医療の推進
● 救急医療の充実
● 医療機器の整備、医療の情報化の推進

●かかりつけ医の機能強化や在宅介護のための医療体制整備の必要性が高まる中、医療法人社団双心会女満別中
央病院は基幹病院として保健・医療・福祉サ－ビスの一翼を担い、大空町東藻琴診療所（医療法人社団双心会
が指定管理者として運営）は在宅療養支援診療所として在宅ケアの拠点としての役割を担っている。そのほか、
地域医療（第一次医療圏＊２）の維持存続のため、医療機関への助成を実施。

施策・10年間で取り組むこと

１　保健、医療

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・健康増進計画（Ｒ６～Ｒ１７）

・データヘルス計画（Ｒ６～Ｒ１１）
・特定健診実施計画（Ｒ６～Ｒ１１）

・保健師・栄養士活動計画（毎年）
・医療計画（Ｒ６～Ｒ１１）
・地域福祉計画（Ｒ８～Ｒ１２）

＊１ 自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺者数。
＊２ 北海道医療計画に基づき、第一次医療圏、第二次医療圏及び第三次医療圏を位置付け。
第一次医療圏は、基本的な地域単位で各市町村が担う。第二次医療圏は、大空町は北網地域
（１０市町）に属し、地域センター病院にＪＡ北海道厚生連網走厚生病院と北見赤十字病院が指定。
第三次医療圏は、オホーツク地域（１８市町村）に属し、地方センター病院は北見赤十字病院。

用語解説 ＊３ ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（声かけ、話を聞く、必要な支援につなげる、
見守るなど）を行うことができる人。

現状 課題

32 33



基
本
構
想
編

基
本
目
標
１

基
本
目
標
３

基
本
目
標
２

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

資

料

編

すこやかでおだやかな生活ができる
福祉のあるまちづくり2

基本
目標

２　地域福祉

●公的サービスや家族間だけでは解決できない福祉課題が増える中、地域住民や社会福祉関係者が協力
し解決に取り組む「地域福祉」の意義や必要性について町民の理解と協力が不可欠。他人を思いやり、
お互いを支え合おうとする意識の醸成や、地域の中でつながりを深めることが大切。
●福祉制度が複雑になる中、情報や相談先がうまく伝わらず、情報が不足していると感じている声が多い。
デジタル化が進む中、情報の格差が生じないような取組が必要。
●高齢者や障がいのある人がいる世帯、子育て世帯等の見守りや安否確認のため、民生委員・児童委員
が中心となり訪問や相談対応、高齢者見守り事業を実施。また、郵便局、新聞販売所、電力会社、灯油・
ガス販売店などと提携し、見守り体制を強化。

●住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が必要。そのためには、複雑化、重層化する課題
に適切かつ効果的に対応できるよう、地域活動に参加する各種団体、支援団体、行政の関連部署、福祉に関係
する各種団体等との連携が重要。中でも、地域活動やボランティア活動などの「互助」が果たす役割は大きいが、
担い手の減少、高齢化が課題。

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・地域福祉計画（Ｒ８～Ｒ１２）

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 地域福祉を支える意識の醸成
一人ひとりの人間をいたわり、尊重する意識の高揚や普及啓発に努める。

● 福祉意識の周知・啓発の推進
● 家庭・地域・学校における福祉教育の推進
● 地域交流の推進（高齢者、障がいのある人、子ども等を含む町民が自由に集い、お互いに支え合い、交流す
る活動や場づくり）

2
情報提供、相談支援
情報通信技術を利用できる者とできない者との間に格差が生じないよう、情報提供、相談支援
を行う。

● 町民が相談しやすい相談体制の構築、情報の周知
● 相談を必要とする人に対してきめ細やかな対応ができるよう機能の強化（関係機関の連携）
● 複数の手段による情報発信
● 身近なところから情報が入手できるよう、関係機関・団体との情報の共有
● 情報発信機器の学習会や使用方法の周知による情報のバリアフリー化の推進

3 支援を必要とする人の把握
支援を必要としている人の情報を把握、集約し、支援につなげる。

● 訪問活動を通した困りごと、支援ニーズの把握
● 社会福祉協議会や民生委員・児童委員、自治会など各関係機関・団体がもっている情報の共有化の推進
● 地域福祉に関わる事業者などによるネットワークの充実強化、自治会や「向こう三軒両隣」をはじめとする
小規模な単位での見守り体制づくりの普及啓発

● 身近な隣近所での助け合いなどができるネットワークづくり、地域で支援できる人材の育成

4
地域福祉の推進体制づくり
行政、町民、関係団体など様々な人や組織が連携し、複雑・重層化する地域福祉の課題に対応
できる体制をつくる。

● 自治会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボランティア団体、学校、事業者など関係団体相互の連携
強化

● 高齢者人口（８５歳以上）がピークを迎える２０４０年を見据えた地域包括ケアシステムの実現、障がいの
ある人にも対応したシステムの構築

● ボランティア団体の育成・支援、ボランティア活動への参加促進
● 非常時や緊急時の連絡体制、見守り体制の充実

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと
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２　地域福祉（続き）

●経済的困窮、ひきこもり、虐待、ＤＶ、介護などにおいて精神的なよりどころがなく社会的に孤立したり、
制度の狭間におかれ必要なサービスや支援が届きづらい人や世帯が増加傾向の中、誰一人取り残さな
い社会の実現が必要。また、罪を犯した人等が地域で孤立することなく暮らせる社会の実現も必要。
●生活上のストレスなどから、虐待や家庭内暴力が増えることもあり、虐待や家庭内暴力防止に対する
意識の普及、虐待を見逃さない地域での見守り体制の構築が必要。
●要介護認定者や障がいのある人、その家族などが、多様で柔軟なサービスを自ら選択し、住み慣れた
地域で安心して生活できることが必要。一方、保育、介護、障がい福祉の従事者の不足がサービス利
用制限につながっており、早急な対応が必要。
●タクシー券の交付、町外の病院や施設などを利用する際の助成を通じて、高齢者や障がいのある人の
外出支援や健康増進、効果的な訓練等を促進。そのほか、高齢者や福祉団体等への移動支援、冬期間
の除雪支援などを実施。冬期間の生活も含め、誰もが外出、移動しやすい生活環境が必要。

●認知症や知的障がいのある人などのうち、日常生活に必要な判断力のない人が地域で安心して生活ができるよ
うに、社会福祉協議会と連携し日常生活支援員等の養成を実施。財産や金銭の管理ができない人の権利擁護＊
などが必要。
●閉じこもりがちな高齢者や障がいのある人も、社会参加等の機会を確保することは重要であり、各種イベント
等への参加促進や外出支援の充実が必要。

＊ 権利擁護：意思能力が十分でない認知症高齢者や知的障がいのある人などが、人間としての
尊厳や生まれながら持っている権利を守られ、あたりまえに社会生活が営めるように、その能力
に応じて、権利や生活基盤が社会制度・組織や専門家によって擁護されること。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

5
孤立防止の推進
悩みを抱えた人や世帯、孤立しやすい人が地域で孤立しないよう、相談支援やネットワークづ
くり、見守り活動を進める。

● 社会的な孤立を防ぐため、地域の居場所づくりと福祉関係者が連携できる体制づくり
● 地域における再犯防止の認識共有と支援体制の構築
● 高齢者・障がいのある人・子どもなど立場の弱い人への虐待や家庭内暴力などの行為の防止、地域全体で見
守る体制づくりの普及啓発、通報や相談しやすい環境整備

● 生活困窮者の早期把握、自立した生活に向けた支援

6
福祉サービス提供体制の充実
地域の資源を活用しながらサービス提供基盤を整備し、必要とされるサービスが安心して利用
できるようにする。

● 福祉に係る人材の育成、確保
● 要介護状態の軽減や防止を図る介護予防や日常生活支援の総合的な推進
● 相談支援事業所と連携し、障がい福祉サービスの支援が必要な方に対し、適切なサービスを受けられるよう
支援体制の整備

● 在宅での生活援助や施設入所・通所による自立へ向けた支援サービスの充実
● 個別の要介護者の状況に合わせた身体介護や認知症ケアの方法について学ぶ機会の提供

7 外出・移動の支援
誰もが生きがいを持って生活を送るためには、移動手段の確保及び負担軽減に努める。

● 移動に係る経済的負担の軽減、自分一人で外出することが困難な人への外出支援
● 高齢者や障がいのある人が、冬期間快適に暮らせるための支援
● 公共施設や道路等のユニバーサルデザインに基づいたバリアフリー化の推進

8
権利擁護の推進
日常生活自立支援事業や成年後見制度の周知を通じて、判断能力が不十分な人も安心して生活
ができるようにする。

● 日常生活支援員等の養成
● 福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理などを行う日常生活自立支援事業の周知
● 本人に代わって法的権利を行使する成年後見制度の周知

9 社会参加の促進
誰もがその人らしく、地域の中でいきいきと日常生活が送れるよう社会参加を促進する。

● 社会参加につながるような相談支援、情報提供
● 閉じこもりの防止、解消につながるようなサークル活動、イベントへの参加促進

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

用語解説
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３　こども・子育て支援

●「こどもまんなか社会＊」の実現をめざす「こども基本法」が施行。大空町においても、こどもや若者
が個人として尊重され、自分らしく幸せな生活を送ることができるよう、こどもを中心とした視点で
事業を見直し、こども施策として推進していくことが必要。
●幼児教育や保育を望む保護者に適切な情報提供に努めている。妊娠期や乳幼児期に比べ、学童期や青
年期における相談先がわかりにくいという声もあり、適切な情報提供が各年代の保護者に届くように
することが必要。
●育児不安を感じる親が増えている中、関係機関と連携し、妊娠から子育てまで心身共に健やかに安心
して過ごせるよう産後ケアの充実などを強化。妊娠中の栄養不足をはじめ、幼少期の生活習慣や健康
状態は、こどもの健康状態に大きな影響を与えることを踏まえ、母子に対する健康の保持及び増進の
ため健康的な生活習慣を早期から確立できるよう保健・栄養指導の実施が必要。
●認定こども園に委託し、一時預かりや保育サービスを実施。こどもの数や保育ニーズを的確にとらえ、
認定こども園の定員を実態に合わせて施設型給付費の適正化を図り、健全な運営となるよう助言する
ことが必要。

●児童センター等の管理運営により学童期のこどもの居場所を確保。こどもの遊び場や保護者が集える場など、
誰もが気軽に利用できるこどもを中心とした拠点が必要。

＊ こどもまんなか社会：こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたちが
健やかで幸せに成長できる社会。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
こども・若者の権利の理解促進と「こども施策」の推進
こども・若者が権利の主体であることの地域社会での共有を図り、「こどもまんなか社会」の実
現のため「こども計画」を策定し「こども施策」を推進する。

● こども・若者の権利を保障するための啓発
● 市町村こども計画の策定
● こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重した意見反映

2 妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援
妊娠期から子育て期にわたり、母子の健康を切れ目なく支援する。

● 妊娠期（胎児期）からの生活習慣病予防
● 電子母子手帳やマイナポータルの活用（健康手帳のように将来にわたって活用できるようにする）
● 妊娠・出産・育児について養育者が正しい知識を得る機会の充実
● 関係機関との情報共有・連携、相談支援の充実
● 支援を必要とするこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、連絡調整

3
幼児教育・保育の一体的提供とこどもの居場所づくり
認定こども園や児童センターの適切な定員管理による質の向上を図るとともに、誰もが利用し
やすいこどもや保護者の居場所づくりを進める。

● 利用者支援事業実施に向けた検討
● 待機児童の解消及び適切な認定区分の決定
● 認定こども園への指導・監査及び運営支援
● 一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業の実施及びこども誰でも通園制度の開始
● 放課後児童対策事業の実施
● 児童遊園地の適切な管理
● 町民ニーズを踏まえたこどもの居場所の充実

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・子ども・子育て支援事業計画（Ｒ７～Ｒ１１）

・地域福祉計画（Ｒ８～Ｒ１２）

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

用語解説
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３　こども・子育て支援（続き）

●子育てに困難を抱える世帯が顕在化する中、乳幼児期未就園の場合は、地域の中で孤立しがちな傾向
にある。家庭での子育ての困難や不適切な養育環境に対して社会的支援が届かず、児童虐待が深刻化
することがないよう、支援体制を充実させることが必要。
●高校生以下の医療費のほか、ひとり親家庭等に対する医療費を助成。貧困により教育や保育が受けら
れないことのないように支援を行うことが必要。
●ファミリーサポートセンターを開設し、育児の援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい方（援
助会員）の連絡・調整を行い、地域ぐるみの子育て支援を実施。大空町で育ったこどもが、進学や就
職を機に転出することも多く、町の担い手不足にもつながっている。地域でこどもを育む意識づくり
や子育てを応援する取組を促進することが必要。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

4
社会的養護が必要なこどもや困難を抱える家庭への支援
特定妊婦や要保護児童、ヤングケアラーへの支援など社会的な養護や困難を抱える人への相談
窓口の設置と総合的な支援体制を整備する。

● こども家庭センター（こどもに関する包括的相談窓口）の設置
● 母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営によるサポート体制の確立
● 関係機関との情報共有や連携によるきめ細やかなサポートプランの作成
● 学童期のこどもに対する、教育委員会や学校と連携した支援の実施
● 妊娠期から幼児期、学童期や青年期まで切れ目のないライフステージに応じた支援体制の確立

5
こどもの貧困対策及び子育て家庭への経済的負担軽減
良好な生育環境を確保するため、貧困との格差の解消を図り、全ての子どもや若者が幸せな状
態で成長できるようにする。

● こどもの医療費の助成
● ひとり親家庭等への医療費の助成
● 幼児教育・保育の無償化及び多子世帯に対する保育料の負担軽減
● 認定こども園の給食費の補助支援

6
こども・子育て家庭への、地域における包括的な支援体制の構築
こども・子育てに対する機運の醸成、地域における包括的な支援体制の構築を図るとともに、
未来を担う人材を地域で育み地域社会の持続可能性を高める。

● ファミリーサポートセンターによる支援
● 地域住民によるこども・子育て支援の仕組みづくり
● こどもと地域社会との関りを深める取組の実施

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと
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４　高齢者福祉

●住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、介護や認知症に関する意識啓発や情報提供を実施。健康寿
命＊１をできるだけ伸ばし、加齢に伴う心身の機能低下を予防し、自らが介護予防に取り組むことが必
要。
●地域包括支援センターで総合相談や介護予防を行うほか、サービスの連携や調整を実施。そのほか、
独居及び老人世帯の見守り、認知症への正しい知識と理解の促進、情報提供に努めている。協働や支
え合いによる活動を実践していくためには、社会福祉協議会と連携しボランティア団体の育成・支援
が必要。
●一人暮らしや所得の少ない高齢者世帯に緊急通報用電話機の貸与、除雪サービスの提供などを実施。
身寄りのない人が増加傾向にあり、非常時や緊急時に家族等へ連絡が取れるような体制づくりととも
に、連絡を取れる人がいない場合の対応が課題。

●要支援・要介護認定者が地域で生活を続けられるように、介護保険サービスを適切に運用するとともに、生活
支援サービスや支え合いで対応できる仕組みをつくることが必要。
●特別養護老人ホームをはじめとする入所施設は待機者が多く、町民が安定的に介護保険施設サービスを受けら
れる体制の維持強化に努めている。在宅での生活ができなくなっても、生まれ育った町を離れることなく、い
つまでも安心して暮らせるよう体制の維持が必要。

＊１ 健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されず、自立した生活ができる期間。 ＊２ 権利擁護：意思能力が十分でない認知症高齢者や知的障がいのある人などが、人間としての尊厳や生まれなが
ら持っている権利を守られ、あたりまえに社会生活が営めるように、その能力に応じて、権利や生活基盤が社会制度・
組織や専門家によって擁護されること。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
いきいきと過ごすための健やかなこころと身体づくり
高齢期の特性を踏まえた健康づくりや介護予防・フレイル予防を進めるとともに、社会参加と
生きがいづくりへの支援を進める。

● 健康づくりや介護予防、フレイル予防の効果的な推進
● 認知症の発症予防と悪化予防
● 生活習慣病の重症化予防と介護状態の悪化予防
● 生きがいづくりと社会参加の推進

2 互いに支え合い生活するための地域づくり
地域コミュニティにおける支え合いの仕組みづくり、地域支えあい活動への参加・支援を進める。

● 生活支援体制づくりの推進（生活支援サービスの創出）
● 認知症を含む高齢者の見守り体制や、本人、家族等への支援体制の充実（認知症サポーター養成、チームオ
レンジの組織化）

● 地域共生社会の実現に向けた取組の推進（居宅介護支援事業所や介護施設など地域の既存の社会資源との連
携、地域包括支援センターの機能強化）

● 緊急通報システムの見直し、新たな安否確認手段
● 権利擁護＊２の推進

3 安全、安心な暮らしを支える仕組みづくり
要支援・要介護状態になっても、自宅で安心して暮らせる仕組みを構築する。

● 在宅介護サービスの充実と強化
● 介護保険制度の適正・円滑な運営
● 安否確認や見守り体制の充実と強化
● 災害・感染症に対する備え

4
寝たきりになっても住み続けられるサービスの維持存続
手厚い介護を受けながら、住み慣れた地域で最期まで暮らせるよう、介護保険施設を中心に据
えたサービス提供体制を維持する。

● 介護保険施設サービスの維持存続
● 介護基盤を強化するための支援充実
● 医療と介護の連携推進

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（Ｒ６～Ｒ８）

・地域福祉計画（Ｒ８～Ｒ１２）

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

用語解説
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５　障がい者（児）福祉

●近隣自治体の子ども発達支援センターと連携し、療育を必要とする子どもの早期発見と適切な療育に
努めている。児童発達支援及び放課後等デイサービスが町内で利用できる環境づくりが課題。
●障がいのある人の就労支援として、地域企業への就労支援、社会福祉協議会が実施する就労支援事業
への支援、移動や外出支援を実施。また、障がい者福祉センターちあふるでは障がいのある人の居住
や日中活動を支援。町外の事業所を利用している方や事業所を利用できない方もいる。
●居住の場となるグループホームや施設は大空町や近隣自治体では空きが少なく、高齢の親が自宅で支
援しているケースもあり「親亡き後」の問題が喫緊の課題。
●医療機関、障がい福祉施設、介護保険施設への補助を通じて、ヘルパーなど従事者の確保、定着に努
めているが、ヘルパーの人数不足により居宅介護の家事援助や通院介助の利用量が制限されている。
●通院介助や移動支援のサービスは町外の事業所を活用しているが事業者の負担が高く、継続するため
の対策が必要。サービス利用者の高齢化が進む中、通院の移動手段の確保が早急に必要。

●基幹相談支援センターや町内の計画相談支援事業者により相談支援を実施。家族など支援者が高齢や不在に
なって初めてサービスを受けたり、知ることがないように、日頃の生活や利用できるサービスについて、気軽
に相談できる環境づくりの整備が引き続き必要。

●障がいのある人の正しい理解促進、障がいのある人やその家族・関係者団体との意見交換、地域住民との交流、
障がいのある人との交流体験を通じた福祉教育の充実に努めている。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
療育環境の充実
児童発達支援及び放課後等デイサービスを利用できる体制をつくり、療育提供体制を充実させ
る。

● 発達支援指導員による専門的相談の推進（幼児健診時）
● 町内で児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する体制の構築と充実

2 居住と日中活動の場の確保
働く場や日中活動する場、住む場を確保し、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにする。

● 就労支援や日中活動の場の確保、移動や外出に対する支援
● 日常生活に必要な用具取得、設備改造などへの補助
● 家族の負担軽減を図る支援体制の整備
● 虐待防止のための普及啓発
● 重度の障がいのある人への医療費の助成
● グループホームの運営、新たな設置に向けた支援（サービス提供者の確保）
● 一人暮らしの障がい者が緊急時に家族等と連絡がとれる体制の確保

3 ヘルパーの確保と移動支援、移動手段の充実
障がいの特性を理解したヘルパーの確保を図り、サービスの充実に努める。

● ヘルパー及び提供事業所の確保、体制の充実
● 移動支援事業を実施する事業者の確保

4
情報提供、相談支援の充実
各サービスの内容や対象について十分な情報提供を行うなど、提供体制の充実を図る。
利用者の希望に沿ったサービスの提供につながるように、相談支援体制の充実に努める。

● サービス利用者の状況に応じた情報提供
● 相談支援体制の充実
● 障がいに応じた計画作成を行う相談支援事業所の運営
● 基幹相談支援事業の広域連携

5
障がいへの理解の推進
ノーマライゼーション理念の普及を図るとともに、地域住民とともに安全に暮らせるように支
援する。

● 障がいのある人の正しい理解促進
● 地域福祉活動の推進

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・障がい福祉計画・障がい児福祉計画（Ｒ６～Ｒ８）

・障がい者計画（Ｒ８～Ｒ１７）
・地域福祉計画（Ｒ８～Ｒ１２）

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと
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６　社会保障

●国民健康保険の健全で安定的な運営のために、町では保険税の決定・賦課・徴収、保健事業等の地域
における事業を実施。
●後期高齢者医療については、町では保険料の徴収や各種届出の受付、被保険者証の引き渡しなど、窓
口業務を実施。
●介護保険料は、３年ごとに策定される介護保険事業計画に基づき算出し、一人あたりの平均的な保険
料額（基準額）を決定。
●国民年金は、自営業、農業、漁業、学生、アルバイト、無職の人など厚生年金や共済年金に入ってい
ない人の加入が義務付けられており、町では手続きや相談支援を実施。
●生活困窮者に対して、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、
必要な保護を実施。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 国民健康保険の安定運営
保険税収納率の維持、向上、医療費の適正化を進め、国民健康保険の安定した運営を行う。

● 保険税収納率の維持、向上
● 医療費の適正化に向けた取組（特定健診・特定保健指導の受診を促す広報、医療費通知の送付）

2
高齢者の医療保険の安定運営
高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業を進めるために、制度の周知や医療費の適正化に向
けた取組を進める。

● 高齢者の医療保険制度の周知・啓発
● 医療費の適正化に向けた取組（後期高齢者健診の受診を促す広報）
● 保健・介護一体的実施推進事業の受託

3 介護保険の安定運営
要介護者に継続した介護サービスを提供するため、介護保険の安定した運営を行う。

● 介護保険事業計画に基づいた保険料率の見直し
● 広報を通じた介護保険制度の周知

4
国民年金制度の周知、理解促進
相談や広報などを通して加入もれや未納を縮減し、国民年金を受給する権利を確保できるよう
年金制度の普及に努める。

● 国民年金制度の周知
● 国民年金に関する手続き事務の実施、相談支援
● 無年金にならざるを得なかった在日外国人高齢者や障がいのある人への給付金の支給

5 生活困窮者への生活保障及び自立支援
生活保護制度の適正な運営とともに、自立支援を推進する。

● 生活保護に関する相談
● 生活保護制度の適正な運営
● 生活支援に関する各種制度の情報提供
● 生活困窮者に対する自立支援の推進

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・介護保険事業計画（Ｒ６～Ｒ８）現状 課題

施策・10年間で取り組むこと
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１　学校教育

＊１ ＩＣＴ（アイシーティー）：情報や通信に関する技術の総称。

●子どもたちが「生きる力」を身につけるために、確かな学力の定着に取り組むとともに、教育活動全
体を通して道徳教育、一人ひとりに応じた体力の向上をめざした教育を推進。様々な困難を乗り越え、
豊かな人生を切り拓いていくためには、子どもたちが自らの良さや可能性を認識するとともに、全て
の人を尊重し、多様な人々と協働しながら成長していくことが必要。
●一人ひとりの教育的ニーズを把握し、長期的な視点で一貫して的確な教育的支援を行うために、特別
支援教育における個別の教育支援計画を作成。また、特別支援教育支援員の配置、連携協議会やケー
ス検討会議を設置するなど、総合的な支援体制を整えている。特別支援学級・通級指導教室対象児童
が増える中、個に応じた適切な対応が必要。
●国のＧＩＧＡスクール構想によりＩＣＴ＊１を活用した教育活動が広がり、学びのスタイルが大きく変
化。全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現が求められている。

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 これからの時代を生き抜く力の育成
確かな学力・豊かな心・健やかな体をバランスよく育み、学びをひろげる教育を推進する。

● 主体的・対話的で協働的な学びをめざす授業改善
● キャリア教育の充実
● 体力・運動能力の向上
● 健康教育・食育の推進
● 道徳教育の充実
● ふるさと教育の充実
● 幼小中高をつなぐ系統的な外国語教育の推進
● 児童生徒が本に親しみやすい図書環境の充実

2
特別支援教育の充実
乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目のない支援を受けられるよう、一人
ひとりの教育的ニーズを踏まえた特別支援教育の充実を図る。

● 個別の教育支援計画の活用
● 支援体制の充実

3
教育ＤＸ＊２の推進
教科指導等においてＩＣＴを効果的に活用し、学習への興味・関心を高め教育の質を向上させ
るなど子どもたちの情報活用能力の育成を図る。

● 学習ドリル教材、教育用ソフトの活用
● ＩＣＴを効果的に活用した学びの質を高める授業づくり

4
いじめ・不登校への取組の充実
教師と児童生徒の好ましい人間関係を基盤に、全ての子どもが安心して学べる学校体制と環境
づくりに努める。

● アンケート調査や教育相談、子ども理解支援ツールの活用
● 教職員の生徒指導・教育相談に関わる資質・能力の向上を図る研修の推進
● インターネット等の危険性についての指導、フィルタリングの徹底、ネットパトロールなどの推進、ネット
使用に伴うルールや注意事項など家庭への啓発

5 小中一貫教育の充実
幼児教育から高等学校教育まで、大空町の特色を生かした一貫教育を進める。

● 認定こども園や大空高校ともつながる小中一貫校の推進
● 学校教育研究会で幼小中高の連携に関する協議、取組の充実・発展

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・教育推進計画（Ｒ６～Ｒ１０）

・小中一貫教育基本方針（Ｒ５～）

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

●いじめや不登校の未然防止とともに、学校訪問による早期発見・早期対応に努めている。いじめ防止の取組に
ついては、ネット上のいじめなどネットトラブルへの対応、障がいや性的マイノリティなど児童生徒一人ひと
りの特性を踏まえた対応などが求められている。

●生きる力を継続的に身に付けさせるために、園小、小中、中高といった学校段階等間の円滑な接続が必要。

用語解説 ＊２ 教育ＤＸ：デジタル技術を活用し、教育の質や効果を高めるだけではなく、教育の目的や手法、学びの環境その
ものを見直し、より個別最適化された持続可能な学びへと教育の在り方を抜本的に変革していくこと。
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１　学校教育（続き）

●学校運営にあたり、教員が強い使命感や豊かな社会性、実践的な指導力を十分に備えるとともに、継
続的に知識・技能を習得し、資質能力の向上を図ることが重要。
●校舎の大規模改修により時代に即応した教材備品の整備に努めているほか、通学路の合同点検、スクー
ルバスの運行や事故防止パトロール、不審者情報の提供に努めている。不審者情報に対する通報の取
扱いや重要性の区分けなど、学校・家庭・地域が連携して取り組むことが必要。また、通学路の安全
確保とともに、スクールバスの乗車場所、時間の見直しなども必要。
●地場産品を使った「ふるさと給食」など豊かな人間性を育む基盤となる食育を実施。学校給食を「食」
が内包する意義を学ぶ大切な機会と位置付け、地元産食材の更なる活用など食育を推進していくこと
が必要。また、学校給食センターの建物の老朽化、機械・機器類の耐用年数の経過が見られ、出生数
の減少に伴い給食提供数が減少する中、対応が課題。

●大空高校では、地域に根ざし、自ら空に飛び上がる力を持つ「飛行機人（びと）」が育つことを目指し、特色や
魅力ある学校づくりを推進。町立の高校として、大空高校が地域とともに歩む開かれた学校経営を確立し、魅
力ある学校づくりを進めていくことが必要。

●大学や高等専門学校へ入学する生徒への修学支援を行うために、奨学金の貸付や入学資金借入金利子等の助成
を行っているほか、町外の高等学校等の遠距離通学に対する通学費の助成を実施。通学費補助については、補
助対象範囲や内容について見直しが必要。

現状 課題

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

6
学校運営の充実
多様な専門性を有する指導体制の構築、ＩＣＴの効果的な活用、研修の個別最適化や教員同士
の協働的な学びの充実に努める。子どもたちと向き合う時間や教員同士の研鑽時間などが増え
るよう校務を情報化し教員の負担軽減を図る。

● 教職員の各種研修機会の充実、参加促進
● 部活動指導に関わる教職員負担の軽減、学校における働き方改革の推進
● 子どもと地域がつながる学校づくりの推進、学校運営協議会の運営
● 教職員自身のメンタルヘルスへの気付き、ストレスチェックの実施
● 教職員住宅の改修や整備、住宅環境の充実・改善

7 安心・安全な教育環境づくり、安全教育の推進
学校施設の通学環境の安全確保、安全な行動を実践するための教育に努める。

● 学校施設、設備の計画的な整備
● 防災教育、交通安全教育、防犯教育の推進
● 登下校中の安全確保

8
給食の提供
安全・安心な給食を提供し、望ましい食習慣の形成を促す。
地場産食材を用いた給食を提供し、食育を推進する。

● 栄養バランスや食物アレルギーへの配慮
● 学校給食の充実、ふるさと給食の実施
● 給食時間における給食指導、食育に係る座学授業
● 安定して提供できる給食体制の維持

9
高校の魅力化・特色化
地域・産業界・企業・大学との連携や様々な地域から多様な生徒を受け入れることで「開かれ
た学校」を推進するとともに、生徒が行きたい・保護者が行かせたい・地域が活かしたいと思
える学校を創る。

● 町立高校の安定的な運営
● 多様な進路を選択できる高校の運営（高校魅力化プロジェクト）
● 公設塾の運営とデジタル技術活用による人材育成
● 生徒の探究や越境を通じた学びの還元による地域活性化
● 高校におけるＤＸ推進
● 寄宿舎（大空高等学校交流拠点施設）の運営

10 高校・大学への進学支援、通学支援
大学や高等専門学校への進学を希望する生徒、学生が進学できるよう支援する。

● 奨学金の貸付
● 入学資金借入金利子等の助成
● 高校通学に対する通学費の助成
● 近隣市町から大空高校へ通学される生徒に対するスクールバス運行による支援

施策・10年間で取り組むこと
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２　生涯学習、社会教育

●生涯にわたり、いつでもどこでも誰もが学ぶことができる学習機会の提供と、めまぐるしく変容する
社会情勢に対応するために必要な生涯各期における社会教育を実践。健康づくり、ＩＣＴ利活用、地
域防災などは町民の関心が高く、学びや活動のきっかけづくりを工夫していくことが必要。参加のし
やすさや、学習の成果を地域や家庭で活かすことのできる仕組みづくりも必要。
●学習活動を推進する体制づくりには、指導者登録制度（人材バンク）の活用や新たな人材の登録、企
業やＮＰＯなど多様な参加を推進していくことが必要。
●放課後における児童の安全な居場所づくりを目的として、女満別地区、東藻琴地区で放課後子ども教
室を開設。開催回数を維持するため、両地区のスタッフの確保が必要。
●少年期においては、自立心や社会性などを習得する各種体験活動、異世代との交流、子ども会の奨励
と育成、郷土愛を育む環境づくりなどが必要。また、学校・家庭・地域が連携するため、学校運営協
議会（コミュニティ・スクール）を活用した取組が必要。

●青年期においては、青年が集う場所づくりや自主事業への支援、青年団体への継続的な指導助言のほか、まち
づくりのリーダーとなり得る人材の育成や世代間・異業種間の交流が必要。

●成人期においては、学習ニーズを的確に把握するとともに、世代別に興味関心の高い情報やニーズに対応した
指導内容が提供できる仕組みづくりが必要。

●ＰＴＡ連合会、自治会女性部連絡協議会などの目的達成のため、継続的な支援が必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・社会教育中期計画（Ｒ６～Ｒ１０）

・子どもの読書活動推進計画（Ｒ５～Ｒ９）
・図書館５か年計画（Ｒ５～Ｒ９）

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
生涯学習の振興
自由に学習機会を選択し学ぶことができ、幼児から高齢者まで様々な年代との交流、生涯学習
意欲の向上を図り、その成果が適切に評価される生涯学習を推進する。

● 学びを通じて得た知識・技術を活用し、地域の指導者として活躍できる場の提供
● 生活課題解決講座など同じ意識を持つ人が集まる場の提供
● リーダーバンク登録者の地域学校協働活動への参加促進
● ＳＮＳ等を活用し、地域活動など社会参画への関心を高めるような学習情報の発信

2

社会教育の振興
町民の潜在・顕在意識を把握し、地域が抱える課題やニーズに対応した実践的な研修機会の充
実や団体の育成に取り組む。
社会教育委員による評価に基づいた事業の見直しを進め、地域に新たな活力をもたらす仕組み
づくりを推進する。

● 生涯各期に応じた課題の把握や解決に至る過程について各種社会教育関係団体を通じ定期的に学ぶ機会の提供
● 潜在・顕在意識を把握するためのアンケート調査の実施・検証
● 多様化・高度化する学習ニーズに対応するための情報収集・提供

3
少年教育の推進
人生の基礎づくりとして、自立心や社会性などを習得するための学習機会を提供する。
家庭、学校、地域が連携・協働し、健全育成を推進する。

● 放課後や週末の安心・安全な場所の確保
● ジュニアリーダーの養成
● 心身の健全育成、社会の幅広い教育機能の活性化や地域の教育力向上

4 青年教育の推進
社会の一員となるために身に付けるべき心得を習得する機会の提供を図る。

● シニアリーダーの養成
● 青年団体同士の親睦と連絡調整、青年活動に必要な諸課題の解決
● まちづくりへの参画による将来を担う青年活動の推進

5 成人教育の推進
楽しさや生きがいを実感できる社会の実現に向けた学習機会の提供に努める。

● 学習意欲を喚起するために、ニーズに対応した学習機会の提供
● 出前講座（アウトリーチ）の実施
● まちづくりや地域づくりを担う人材の育成・登録・活用
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２　生涯学習、社会教育（続き）

●高齢期においては、経験や技術を活かす仕組みづくり、世代を超えた仲間づくりや交流、健康年齢を
上げる取組などが必要。また、高齢者に伝わりやすい情報提供や、移動手段の少ない高齢者も参加し
やすい出前講座の充実も必要。
●図書館については、女満別駅との複合施設である女満別図書館、東藻琴生涯学習センター内にある東
藻琴図書館がある。女満別図書館は、駅利用者はもちろん、学習室も併設しており、学生にも利用し
ていただいている。また、遠くてなかなか図書館まで来られない方、児童・生徒へのサービスとして
移動図書館車「メルヘン号」が町内を巡回。専門的な資料要求には、オホーツク管内８市町が加盟す
る北見地域図書館ネットワークや道立図書館、道内図書館等と連携し対応。図書館の利用増加につな
がるＰＲ及びニーズの掘り起こし、読み聞かせ活動や図書館におけるボランティアの育成、郷土資料
などの収集整理や郷土資料のデータベース化が必要。

●社会教育施設については、環境改善のほか学校開放事業により様々な学習活動を支援。町民からの要望を踏ま
えた備品の整備とともに、老朽化した施設の見直しや耐震調査に基づいた計画的な修繕・改修が必要。また、
各施設の役割と機能、必要に応じた施設統廃合もふくめ社会教育施設のあるべき姿を検討することが必要。

●東京都稲城市が姉妹都市、熊本県氷川町が友好町となっており、小中学生を対象とした交流や、文化・芸能を
通じた交流などを実施。また、オホーツク町村会を枠組みとした交流事業など、近年は町民主体の交流が行わ
れている。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

6
高齢者教育の推進
高齢者の多様な活動により、地域の教育力を高める取組を推進するとともに、高齢者の健康づ
くり、活躍の場づくりにもつなげる。

● 学習要望に即した機会の提供
● 交流の機会の提供、積極的に社会参加を促す取組の強化
● 高齢者の経験や技術を活かす社会参加の仕組みづくり

7
読書活動の推進
「子どもの読書活動推進計画」「図書館５か年計画」に基づき、読書に親しむ環境づくりを推進し、
町民の生活課題や学習要求に対応できる資料を収集する。

● 「子どもの読書活動推進計画」「図書館計画」に基づく年次的な環境整備
● 生涯にわたって読書を楽しむきっかけづくり
● 図書の貸出やレファレンス（問い合わせ）、読書相談など図書館サービスの向上

8
家庭教育支援の充実
生きていくうえで必要なライフスキルを子どもに身につけさせるための親（保護者）への学習
機会を提供する。

● 親（保護者）を対象とした家庭の教育力向上のための学習機会の提供
● 親（保護者）が気軽に相談できる環境の構築
● 家庭教育支援につながる広報、情報の発信

9 社会教育施設の活用、維持管理
社会教育施設・設備の有効活用、計画的な整備を図る。

● 施設の利用状況の把握、施設の有効活用の検証
● 「公共施設等総合管理計画」に基づいた施設の在り方の検討
● 指定管理者との連携による施設環境の整備
● 施設利用団体との連携による利用しやすい環境の推進

10 姉妹都市・友好町との交流
これまでの交流で育まれた関係を大切にしながら、児童生徒を中心に交流を進める。

● 姉妹都市稲城市民との交流事業の推進
● 友好町氷川町民との交流事業の推進
● 姉妹都市・友好町交流を通じた教職員同士の交流研修の実施

11
新たな地域との交流の創出、活動の支援
町民の主体的な活動や大空高校の活動を支援することを通じて、稲城市・氷川町以外の新たな
交流を創出する。

● 新たな地域と町民との交流支援
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３　スポーツ

●スポーツを通じた世代間交流やスポーツ交流による地域活性化を図るとともに、マラソン大会や町民
スポーツ大会の事業内容を刷新し、多くの町民が親しめるスポーツイベントを開催。年齢や体力に合
わせて、競技スポーツ以外にも町民がスポーツを実践できるような取組が必要。
●町民スポーツ教室のほか、総合型地域スポーツクラブを支援し、自発的な活動の促進と指導者の育成
に努めている。活動しやすい環境整備を図るため、指導体制の充実が必要。また、学校部活動の地域
移行に向けての準備を進めることも必要。
●北海道ゆかりのオリンピック選手らでつくる「北海道オール・オリンピアンズ」と連携協定を締結
し、トップアスリートのスポーツ体験や講演などを町内で開催。スポーツへの興味関心を高めるため、
ＳＮＳなどを活用した情報発信のほか、スポーツ団体活動に参加・体験・見学ができる取組が必要。

●スポーツや体力づくりに親しめる場として、ゲートボール場、体育館、テニスコート、多目的広場、野球場、スキー
場、弓道場、相撲場、トレーニングルームなどがあるほか、学校体育施設を開放しスポーツ少年団の活動を支援。
計画的な施設改修や統合により維持管理コストを削減する工夫や、施設利用者の多様なニーズに即した多目的
な利用方法の検討が必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
体力・運動能力の向上
生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するため、体力・運動能力の
向上や健康教育の充実・推進に努める。

● スポーツ教室の実施
● 冬期間のスポーツ活動の推進

2 スポーツに関心を持ち親しむ機会の提供
町民のニーズを把握し、生活スタイルに応じたスポーツ機会の提供に努める。

● スポーツの日常化と健康づくりの推進、親睦・交流の促進
● インクルーシブスポーツを通じた運動習慣の定着
● 健康的な生活をおくるためのニーズに対応した運動の機会の提供
● トップアスリートによるスポーツ教室や講演の開催

3
各種スポーツ大会の開催
町民が参加する各種スポーツ大会を開催。
郷土愛の育成や地域振興にもつながるスポーツ大会を開催し、参加を促進する。

● 全道・全国大会出場者への助成
● スポーツ大会を通じたスポーツ振興、町のＰＲ

4 自発的なスポーツ活動の支援
町民が日常的に活動しているスポーツ活動を支援する。

● 地域スポーツ団体のクラブ化など地域スポーツ団体への支援
● 町民のスポーツ活動を推進する指導者の育成や養成、指導体制の充実

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・社会教育中期計画（Ｒ６～Ｒ１０）
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４　地域文化

●小学校、中学校、高等学校で「青少年文化劇場」を実施しているほか、町民が芸術・文化に気軽に触
れる機会として、初心者向け芸能・文化講座「総合型芸能文化倶楽部～街なかカルチャー教室」、青少
年育成協会が実施する芸術鑑賞事業など、さまざまな鑑賞の機会を提供。今後も、町民要望の高い芸
術や文化に触れる機会を提供するとともに、ＳＮＳなどを活用した町民への芸術・文化の情報発信が
必要。
●芸術・文化の継承と振興のため、文化団体活動への参加促進とともに、講座や教室の開設や参加者・
受講者の組織化、新たな文化団体創設への取組が必要。
●埋蔵文化財（遺跡）は女満別地区４９か所、東藻琴地区１６か所から発見。擦文土器時代の元町遺跡
や石碑などの管理補修、国指定天然記念物の女満別湿生植物群落の環境保全、新たな古木の指定など
を実施。文化財や天然記念物に関する文化・自然的意義などを周知するとともに、保存継承していく
取組が必要。

●東藻琴生涯学習センター郷土資料室には、女満別研修会館・東藻琴ふるさと資料館・山園ふるさとセンターの
３か所に分散展示していた郷土資料から厳選したものを展示。郷土資料台帳を活用し、資料を整理したうえで
廃棄・保存・収集を行っていくとともに、見やすくわかりやすい展示や、テーマ別による期間展示など興味関
心を高める取組が必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
芸術・文化活動の推進
芸術・文化の鑑賞事業を充実させるとともに、芸術・文化活動への支援を実施。新たな芸術・
文化活動を創設するために、ニーズの把握と奨励に努める。

● 芸術・文化を創造・創作し発表する機会の充実
● 芸術・文化に気軽に触れる機会の提供
● 文化団体相互の連携、活動活性化
● 町民の舞台芸術への関心を向上させ、創作活動をとおした交流の促進と地域の活性化

2
文化財の保存及び活用の推進
郷土資料や文化財の展示方法の検討と活用・収集、適切な管理に努める。
貴重な天然記念物の保護、環境保全に取り組む。
文化財に関する広報活動を推進する。

● 文化財指定基準・要綱に基づいた町内の貴重な文化財の在り方の検証
● 天然記念物である湿生植物群落の調査、保全活動
● 郷土資料や文化財等町を広く町民に知ってもらう機会の創出
● 郷土資料や文化財の展示方法の工夫や資料の整理の推進

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・社会教育中期計画（Ｒ６～Ｒ１０）
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１　市街地、住環境

●女満別地域は「都市計画」に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などを推進。今後も用途地域の
変更も含めコンパクトな市街地形成や低炭素化社会に対応したまちづくりが必要。東藻琴地域は地域
の活性化や住みやすい居住環境を備えたまちづくりとともに、一部が阿寒摩周国立公園に含まれてい
ることもふくめ、無秩序な開発抑制・環境保全を踏まえた土地利用が必要。
●町の総面積の６６％が畑と山林で、農地は農地法、森林は森林法に基づき土地利用を推進。食料自給
率の向上を図るための農地の確保や多面的な機能を持つ森林の保全、整備が必要。
●「住生活基本計画」に基づき、住宅に関するニーズや動向を踏まえながら住宅政策を推進。持ち家や
公営借家の割合が比較的高く、民営借家率は低い。町営住宅は２１団地、９９棟、４９８戸（令和７
年４月１日現在）で、「町営住宅長寿命化計画」に基づき、町営住宅の建替や改善を推進。また、町有
地を利用した宅地分譲を計画的に実施。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
人口減少や高齢化に対応した土地利用
土地利用に関する計画に基づき、都市機能をコンパクトに集積した利便性の高いまちづくり、
農業・観光を取り込んだまちづくりを進める。

● 「立地適正化計画」の策定
● 急激な人口減少や高齢化に対応できるよう生活圏内の利便性の向上、機能的な市街地形成の推進
● 持続可能な効率的な土地利用の推進
● 市街地の空洞化減少につながる土地利用の推進
● にぎわいの場の創出と将来を見据えた魅力ある街並みづくりの推進

2 景観資源の保全と活用
美しい景観を後世に引き継ぐため、良好な景観の形成を妨げる行為の制限、景観の保全に努める。

● 地域住民による景観写真・動画などのアーカイブ化と記録継承
● 景観を阻害する行為に対して地域全体の意識を高めるための周知啓発検討

3 農地や森林の適正な土地利用
農地や森林の持つ多面的な機能に配慮しつつ、適正な土地利用、自然環境の保全に努める。

● 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農地の効率的な利用促進
● 「農地法」に基づく農業生産力の増進
● 「森林法」に基づく木材生産機能、水源かん養、自然環境の保全

4
誰もが安心して暮らせる住宅・住環境の形成
住宅に関する情報発信や相談支援、建設支援を行い、住宅建設を推進する。
年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが住みやすいと思える住まいづくりを推進する。

● 町民の持ち家取得に対する支援
● 本町における良質な住宅の啓発普及、建設支援
● 良質な宅地分譲の推進、宅地分譲のための調査の実施
● 住まいに関する情報提供、相談体制の充実
● 住民票窓口における転出入者に対するアンケート調査の実施
● 子どもを産み育てやすい住まいづくりの支援
● 町営住宅の高齢者向け住宅、高齢者向け施設への転用検討
● 町営住宅におけるユニバーサルデザインの導入
● シルバーハウジング、障がい者向け住宅の導入検討
● ペット可町営住宅の検討
● 町営住宅の適正な管理戸数の確保、計画的な維持補修
● 町営住宅老朽ストックの計画的な更新
● 公営住宅の用途変更の検討
● 新たな住宅セーフティネット制度の活用検討（民間賃貸住宅を活用した住宅確保）

関連する個別計画など（計画期間／年度）

・都市計画マスタープラン（Ｒ３～Ｒ２２）
・立地適正化計画（Ｒ９策定予定）
・町営住宅長寿命化計画（Ｒ４～Ｒ１３）
・住生活基本計画（Ｒ４～Ｒ１３）
・空家等対策計画（Ｒ８～Ｒ１２）
・都市公園長寿命化計画（Ｒ４～Ｒ１３）

・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
　（Ｒ７～Ｒ１２）
・まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略
　（Ｒ８～Ｒ１２）
・公共施設等総合管理計画（Ｒ８～Ｒ１７）
・森林整備計画（Ｒ３～Ｒ１２）
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１　市街地、住環境（続き）

●市街地の空き家・空き店舗等を有効活用するため、住み替え者への助成のほか、町内の空き家登録物
件を公開し、移住や住み替えを検討している方とのマッチングをサポート。一方、危険な空き家や長
期間利用されていない空き家もあり、今後増加が懸念される中、「大空町空家等対策計画」に基づき、
空き家等対策を総合的かつ計画的に実施。
●公園や緑地などが１５か所あり、計画的な整備と改修を実施。町民からの意見を聞いて遊具を設置す
るなど努めている。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

5
大空町の環境と調和した良質で省エネルギーな住宅ストックの形成
災害への備え、ゼロカーボン実現に向けた取組を推進する。
良好な住環境の維持、向上のための理解促進を進める。

● 災害に強い住まいづくり（住宅の耐震化の促進など）
● 北国にふさわしい良質な民間住宅ストック形成
● 国や北海道が行う省エネに関する補助・助成制度の積極的な活用推進
● 太陽光や地熱などの再生可能エネルギーの利用促進
● 環境負荷の低減に配慮した住まいづくり
● 省エネルギー・省資源に向けたライフスタイルの提案や意識の定着
● 住宅地景観の形成促進のための住まい手への意識啓発

6 中古住宅、空き家・空き店舗の利活用
町内にある中古住宅や空き家などを活用しながら、良質な住まいづくりを進める。

● 質の高い中古住宅の流通促進
● 大空町空き家等情報登録制度による空き家などの有効利用、一戸建て住宅の住み替え等の促進
● 町内従業者の住宅建設等の促進
● 民間賃貸住宅への円滑な入居促進
● 公営住宅における民間活力導入の検討
● 町内住宅関連事業者の技術力向上

7
空き家対策の推進
「大空町空家等対策計画」に基づき、本町の地域の実情に合わせ、空き家対策を総合的かつ計画
的に実施する。

● 所有建物・土地周辺の適正管理指導
● 空き家等の調査
● 空き家等の適切な管理の促進
● 空き家等及び跡地の活用の促進
● 管理不全空き家・特定空き家対策の促進
● 町民等からの空き家等に関する相談への対応

8 公園・緑地の管理
快適で安全に公園を利用できるよう公園・緑地の維持管理に努める。

● 遊具の整備点検や計画的な更新
● 公園環境の整備、維持管理

9 葬斎場、共同墓地の維持管理
葬斎場、共同墓地の適切な維持管理に努める。

● 葬斎場の計画的な維持補修、修繕
● 共同墓地・合同納骨塚の計画的な維持補修、修繕
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２　道路

●町内には国道３９号が南北に、国道３３４号が東西に貫いているほか、高規格道路（美幌町高野－女
満別空港）、道道１０路線、女満別地域と東藻琴地域を結ぶ町道開陽中央線などが幹線道路の役割を果
たしている。高規格道路は、女満別空港から網走市方面へ、また、美幌町から北見市を経由し足寄町
方面まで延伸・整備される予定。高規格道路及び国道や道道については、国や道に対し整備を要望。
●町道は４８９路線あり、道路延長は６２４．７キロ。町道における安全性や利便性の向上のため、道路
改良や歩道整備を実施。
●大空町が管理している道路橋は１３４橋。建設後５０年を経過する高齢化橋梁は１９橋あり、今後も
増大。
●冬期間の町道の安全を確保するため、「除雪計画」に基づき、道路パトロールや迅速な除雪作業に努め
ている。除雪車両の稼働状況については、ホームページで公開。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
幹線道路等の整備
国や北海道との調整を図りながら、国道や道道、女満別地域と東藻琴地域を結ぶ道路、交通の
利便性の向上となるような道路など幹線道路網の形成に努める。

● 国道の整備促進の要望
● 道道の計画的な整備促進の要望
● 開陽中央線道路の整備
● 北海道横断自動車道（網走線）の延伸に備えた新たなインターチェンジ線の検討

2
町道の維持管理と人にやさしい道路づくり
補修箇所の優先順位を的確に判断しながら、町道・歩道の整備、橋梁の補修を計画的に整備する。
町民の誰もが安心・安全で快適に利用できる人にやさしい道路環境づくりを推進する。

● 町道・歩道の計画的な整備
● 法定点検に基づいた橋梁の補修
● 生活の基幹道路となる道道の計画的な整備要望
● 街灯の維持・管理、実態の把握による適切な設置

3
冬期間の生活道路の確保
冬期間の降雪時、町管理道路の除排雪、凍結路面対策等を実施し、町民生活の安全・安心と経
済活動の確保を図る。

● 除雪機械の計画的な更新
● 除雪情報の提供（ホームページで公開）
● デジタル技術を活用した道路状況の確認、情報提供

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・橋梁長寿命化修繕計画（Ｒ５～Ｒ１４）

・都市計画マスタープラン（Ｒ３～Ｒ２２）
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３　公共交通、移動支援

●令和７（２０２５）年度より「地域公共交通会議」を開催し、地域の実情に合わせた公共交通の在り
方について協議。高齢者だけでなく、すべての人の移動格差をなくすことが必要。
●鉄道はＪＲ石北本線が通り、女満別駅と西女満別駅がある。バスは、女満別空港に乗り入れているほか、
札幌市までの都市間バスや、女満別～網走間、東藻琴～網走間の路線バス、東藻琴と女満別間で乗車
することができる地域間バスが運行。鉄道や生活路線バスの利便性向上と路線維持のため、鉄道利用
者や交通機関に支援。今後も近隣市町と連携し利便性向上や路線維持確保のための要望を伝えていく
ことが必要。
●女満別空港は北海道内７空港一括の民間委託による運営が開始。近隣市町と連携し、運営事業者に対
して地域の現状や要望を伝えつつ、利用拡大及び需要の開拓に向けた取組を実施。
●空港・鉄道・バスの交通連携、広域連携の取組により地域全体で交通を考える北海道ＭａａＳ＊プラッ
トフォーム「オホーツクモデルプロジェクト」（オホーツク観光ＭａａＳ実証プロジェクト）に参加。

＊ ＭａａＳ（ＭｏｂｉｌｉｔｙａｓａＳｅｒｖｉｃｅ）：複数の公共交通や移動サービスを最適に組み合わせて、検索・
予約・決済等を一括で行えるようにするサービス。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
日常生活を支える交通体系の検討
従来の公共交通サービスに加え、多様な輸送資源の活用など、誰もが安心・安全・快適に移動
できる環境づくりを総合的に検討する。

● 通院や通学等への支援、公共交通の利用につながるため利便性の高い交通手段の検討
● 地域公共交通会議の開催
● 免許返納・高齢になっても安心して住み続けることができる方法の検討

2 公共交通等サービスの利便性向上
持続可能な公共交通サービスの確保に向けて取り組む。

● 既存公共交通事業者の支援
● バス路線維持のための継続支援（網走市との連携）
● オホーツク観光ＭａａＳ実証プロジェクトへの参加

3
航空路線の維持・拡大、空港の利用促進
近隣市町や航空会社、就航都市、空港運営事業者などと連携し、航空路線の維持・拡大や空港
の利用促進に努める。

● 空港を活用した地域の魅力創出
● 航空路線の維持・拡大、空港の利用促進

用語解説
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４　上下水道

●水道は、女満別本町地区・女満別高台地区・東藻琴地区の各給水区域の水源や施設の管理のほか、水
道施設・管路の維持管理と更新に努めている。漏水事故が増加しており、老朽管の更新が必要。女満
別地区については、網走市からの原水融通（取水地は東藻琴）により水質改善を予定。
●下水道は、公共下水道事業（女満別地区）と特定環境保全公共下水道事業（東藻琴地区）で整備。隣
接する網走市の公共下水道に接続し、網走浄化センターにて汚水を処理し、海へ放流。下水道施設の
維持管理と更新のほか、個別排水施設の管理や合併浄化槽の整備を推進。公共下水道区域外の住宅で
合併処理浄化槽を設置する方には補助金を交付。
●上下水道事業は令和６（２０２４）年に地方公営企業会計に移行。上水道事業はアセットマネジメン
ト（資産管理）計画に基づき、中長期の更新需要を見通しながら、効率的かつ計画的な事業を運営。
下水道事業は、公共下水道と個別排水処理の事業経営戦略に基づき、中長期的な視野で事業を運営す
るとともに、ストックマネジメント計画に基づき、長期的な視点で優先順位付けを行ったうえで施設
の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体の管理の最適化に努めている。今後は水道料金の統一
化を検討していくことが必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 水道施設の整備、維持管理
安定した水源の確保や供給、施設や水道管の維持管理に努める。

● 水道施設の維持管理、計画的な更新
● 網走市からの原水融通

2 下水道・排水処理施設の整備、維持管理
下水道や個別排水施設の整備、維持管理に努める。

● 下水道施設の維持管理、計画的な更新
● 個別排水施設の管理と合併浄化槽の設置推進、適正な維持管理に向けた指導

3 上下水道事業の健全運営
上下水道事業に係る計画に基づき、健全な事業運営に努める。

● 計画に基づいた上下水道事業の運営
● 料金改定の検討
● 広域連携の維持・強化

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・アセットマネジメント計画

・下水道ストックマネジメント計画
・簡易水道事業経営戦略（Ｒ７～Ｒ１６）
・公共下水道事業経営戦略（Ｒ７～Ｒ１６）
・特定環境保全公共下水道事業経営戦略（Ｒ７～Ｒ１６）
・個別排水処理事業経営戦略（Ｒ７～Ｒ１６）

72 73



基
本
構
想
編

基
本
目
標
１

基
本
目
標
３

基
本
目
標
２

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

資

料

編

これからの住みやすさを
支えるまちづくり4

基本
目標

５　生活環境

●本町の北側には網走市との境界に網走国定公園に含まれる網走湖があり、大空町側に広がる湿地は「女
満別湿生植物群落」として国指定の天然記念物に指定。女満別湖畔や河川の環境を保全するため、環
境美化のほか、学校や関係団体と連携し、植樹活動を実施。
●自治会やボランティア団体、大空高校などの協力により、公共施設周辺や道道女満別空港線で花いっ
ぱい運動を実施。花壇の管理のしやすさを工夫することが必要。また、自治会一斉清掃など町民や関
係団体の協力により清掃活動を定期的に実施。そのほか、山林や空き地における不法投棄の防止に向
けた巡回パトロール、広報による啓発を行っているが、対策の継続が必要な状況。
●犬の登録とともに狂犬病予防注射の集合接種を定期的に実施するほか、正しいペットの飼育やマナー
を普及。
●危険害虫の被害防止や注意喚起、エキノコックス感染症対策などを実施。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
環境保全、環境美化の推進
森林や湖畔、河川など水環境も含めた自然環境や自然景観の保護・保全に努めるとともに、身
近な景観の美化・保全活動を進める。

● 自然環境や自然景観の保護・保全に向けた巡視・監視活動の推進
● 森林や湖畔、河川など水環境の美化・保全活動の推進
● 花いっぱい活動の推進
● 不法投棄の未然防止に向けた巡回パトロールの維持・強化、山林や空き地などの所有者、管理者、警察機関
や企業、地域住民との連携により、監視体制の強化

2 ペットの適正な飼養の促進
畜犬飼育の適正化を図るなどペットが適正に飼育されるよう努める。

● 畜犬登録（マイクロチップの推奨）、狂犬病予防接種の実施、登録と予防接種の呼びかけ
● 愛玩動物等の適正飼養の啓発
● 広報誌やホームページを活用した狂犬病の知識・「動物愛護法」の理念・飼養者責任などに関する周知

3 動物・害虫被害の軽減
動物や害虫が生活環境に影響を及ぼさないように駆除や対応を行う。

● スズメバチなどの害虫駆除の実施
● キツネやカラスなどによる生活環境被害への対応（エキノコックス感染症対策、広域化）

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・一般廃棄物処理基本計画（Ｈ２９～Ｒ１３）

・一般廃棄物処理実施計画（毎年度策定）
・災害廃棄物処理計画（Ｒ３～）
・空家等対策計画（Ｒ８～Ｒ１２）
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５　生活環境（続き）

●一般家庭から排出されるごみは、６区分１７種別に分別したうえで収集。ごみの減量のため、正しい
ごみの分別や処分、３Ｒ運動の取組を呼びかけるとともに、民間事業者を利用したリユースを促進し
ていくことが必要。リサイクルセンターで資源ごみの選別、圧縮梱包などを実施しているほか、燃や
すごみは、一般廃棄物焼却処理施設で焼却処理し、燃やせないごみ、資源化・減量化を行った後発生
する残さなどは一般廃棄物最終処分場に埋立。生ごみはたい肥製造施設でたい肥化し還元。
●下水道をつなげていない家庭のし尿汲み取りを行うとともに、合併処理浄化槽の設置を促進。し尿と
浄化槽汚泥はし尿前処理施設に搬入し、前処理を行った後、下水道へ放流。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

4
ごみの排出抑制、資源化の推進
循環型社会の構築に向けて、町民・事業者・町が一体となって、廃棄物減量・リユース等の
３Ｒ活動を推進し、ごみ減量・資源化に取り組む。

● 廃棄物・資源物に関する情報提供（分別の効果、間違えやすい分別、処理費用の状況）
● ごみ出しや分別に関する説明会（懇談会）の開催、ニーズ把握
● 民間のリユース事業紹介
● 先進事例の情報入手・導入検討
● 分別区分の検討

5 廃棄物の収集、適正処理
効率的で環境に配慮した収集・運搬に努める。

● 廃棄物・資源物の分別指導、不適正処理防止の啓発（不法処理（収集運搬・保管・処分、焼却等）
● 汲み取り世帯への下水道接続・合併処理浄化槽設置促進
● 廃棄物広域処理の検討
● 災害廃棄物の処理

6
廃棄物処理施設、最終処分場の適正管理
日々排出される廃棄物の資源化により、廃棄物処理施設、最終処分場の延命化に努める。施設
の整備・更新にあたっては、環境への負荷を最小限に抑えるよう努める。

● 一般廃棄物最終処分場の適正維持管理
● 旧処分場閉鎖に向けての計画的埋立
● 新たな一般廃棄物最終処分場の整備に向けた取組
● 一般廃棄物焼却処理施設の適正維持管理
● 新たな焼却処理施設整備に向けた取組
● リサイクルセンターの適正維持管理
● 資源物処理設備更新の検討
● 災害廃棄物受入れの備え

7
適正なし尿処理
し尿処理体制を維持するとともに、合併処理浄化槽の設置を促進する。
汲み取りし尿、浄化槽汚泥の適正な処理に努める。

● し尿処理の適正実施
● 二見ヶ岡クリーンセンターの維持管理
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６　消防、救急、防災

●町内には大空消防署と大空消防署東藻琴出張所があり、消防・救急車両の更新や設備の整備を計画的
に進めているほか、救急救命士の養成や各種資格者の養成に努めている。救急救命士の高齢化が進む中、
高度な救急業務が行える体制を維持するために計画的な救急救命士の養成が必要。
●消防団は２団あり、火災や災害時の消火・救助活動のほか救命救急に関する知識の習得や町民への防火・
防災意識の啓発に努めている。団員の高齢化による人員減が予測され、団員確保が必要。
●防災への意識を高めるために、町民を対象とした防災訓練を実施。自主防災組織の設置と育成の促進、
避難行動要支援者対策が今後の課題。
●災害時には町のホームページのほか、メール配信サービスで、警報などの気象情報、緊急情報などを
配信。情報伝達手段のデジタル化が進む中、どの世代にも迅速に伝わる情報伝達体制が必要。また、
大雪等での道路通行止め情報の伝達手段が課題。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
消防・救急業務を担う人材の育成
多様化する災害や、高度な救急業務に対応するために、中長期的な視点を持ちながら人材を計
画的に育成、確保に努める。

● 消防職員の訓練・研修の充実
● 計画的な救急救命士の養成
● 救急関連資格者の養成

2 消防施設、消防車両の計画的な整備
消防力の維持強化のため、消防施設及び消防車両の計画的な整備を進める。

● 消防施設の整備、維持管理
● 消防車両の整備、機能強化

3 消防団員の確保
地域防災を支える消防団員の確保のため、魅力ある団づくりを進める。

● 消防団員の訓練・研修の充実
● 魅力ある消防団づくりの整備、団員確保の充実

4
日頃からの防災意識の共有
自ら身を守る「自助」と地域で助け合う「共助」により災害発生時に迅速な対応ができるよう、
日頃から防災への意識を共有する。

● 地域防災訓練の実施
● 自主防災組織の結成支援
● 災害時における要支援者（災害弱者）対策の推進（実効性のある個別避難計画の作成、避難所対策の確立）
● 耐震化の促進
● 大空地区河川防災ステーションの活用

5 災害時の広報・通信体制の充実
災害時にすべての年代の人々に情報が迅速に伝わる広報・通信体制を確立する。 ● 災害時における町民への情報伝達手段の強化（防災行政無線の見直しと再構築）

6 河川や山地の災害対策の推進
未改修河川の整備促進や砂防対策、急傾斜地崩壊対策など、山地災害の防止対策を促進する。

● 河川や山地の災害の防止、対策に向けた要請
● 道路の法面の補強や修繕

●山地災害や水害への対策のため、河川の維持管理や災害復旧工事を行うとともに、未改修河川の改修を要望。
また、網走川水系の洪水被害を最小限とするため、災害時の緊急復旧活動に必要なコンクリートブロックなど
の緊急用資材の備蓄、水防センター、駐車場等の整備など災害時の活動拠点となる河川防災ステーションを国
が町内に設置。平常時には、河川を軸とした環境学習・防災教育等の文化活動の拠点としても活用。

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・地域防災計画

・耐震改修促進計画（Ｒ４～Ｒ１３）
・国民保護計画
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７　交通安全、防犯、消費者対策

●交通事故による人身事故発生件数は毎年５件前後で推移。交通安全防犯推進委員会や交通安全協会と
連携し、交通安全運動や街頭交通指導、通学路における交通指導、交通安全教室などを実施。交通事
故の危険性が高い道路には注意看板や標識を設置しているほか、信号機などの設置を要請。特に通学
路については関係課や団体と連携し、通学路の点検を行い横断歩道の設置要請など安全性の向上に努
めている。
●防犯対策として、教育関係機関による不審者対策巡視活動、交通安全防犯推進委員会の呼びかけによ
る自治会内パトロールなどを実施。特殊詐欺の被害が全国で増える中、対策を進めることが必要。
●消費生活センターと連携し、苦情相談の受付や消費者啓発活動を実施。高齢化に加え、成人年齢の引
き下げによる若年者の消費者被害の増加が懸念されており、防止に向けた取組が必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
交通安全対策の推進
大空町交通安全計画に基づく交通安全対策を総合的かつ強力に推進し、町内における交通事故
発生の減少に努める。

● 道路交通環境の整備・要望（人優先の安全・安心な歩行空間の整備、改築による道路交通環境の整備、効果
的な交通規制の推進など）

● 交通安全意識の向上とより良い交通マナーの習得促進（交通安全教育、交通安全に関する普及啓発活動の推進）
● 高齢者の交通安全意識の向上、交通事故対策（免許返納の推進等）
● 自転車の交通安全運転の確保

2
防犯対策、消費者対策の推進
各種防犯推進関係団体と連携し、地域が一体となって防犯対策を強化するとともに、消費生活
に関するトラブル解消、被害防止に努める。

● 防犯活動・不審者巡回の実施
● 暴力団排除運動の実施
● 再犯防止の取組（社会を明るくする運動）
● 犯罪被害者支援の実施
● 防犯への注意看板・ポスター、掲示物等の適正な設置
● 特殊詐欺を未然に防ぐ情報提供、啓発
● 北海道消費生活センターとの連携による消費者相談の実施
● 成年年齢引下げを見据えた若年者への若年者への消費者教育

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・交通安全計画（Ｒ８～Ｒ１２）
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１　関係人口、移住、定住

●移住希望者に向けて移住定住情報サイト「オオゾライフ」で大空町の魅力や日常、仕事や求人の情報
など様々な支援メニューを随時紹介するなど情報を発信。そのほか各種ＳＮＳや町のホームページで
もお試し暮らしや助成制度の情報などを掲載。
●道外の移住者相談会への参加のほか、定住をサポートする会と連携し、移住者を支援する体制を整え
ている。幅広い世代に向けて移住を呼び掛けているものの、子育て世帯の移住促進は効果が十分に表
れていない状況。のびのびと子育てできる環境や子育て世帯への助成や支援が多くあることをより積
極的にアピールし、子育て世帯の移住や定住を促進することが必要。
●網走刑務所での利用がされなくなった住吉作業所を、包括連携協定に基づき利活用して、観光農園・
果樹園を始めるためにイナキビやハスカップの栽培、商品開発を実施。関係人口を創出する場として
の活用が期待されている。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 移住・定住につながる情報の発信
町の知名度向上に努めながら、移住に関心がある人に積極的に情報を発信し包括的に支援する。

● ＳＮＳや町のホームページなどを通じた大空町の魅力や情報の発信、発信力の強化
● 無料職業紹介所・スポットワークマッチング支援
● お試し暮らし住宅の利用、運用改善
● 空き家利活用
● 民間賃貸住宅の活用

2
移住に関する相談支援、サポート
移住に関する相談支援やコーディネートを行うとともに、幅広い視点からサポートできる体制
の充実を図る。

● 移住相談支援の充実
● 移住希望者・移住者のサポート体制の充実（定住をサポートする会との連携、活動支援）

3 子育て世帯の移住促進
子育て支援の取組を積極的に周知し、子育て世代の移住・定住を促進する。

● 子育て世帯の住宅新築・準備助成、空き家利活用助成の拡充
● ＳＮＳなどを活用した子育て支援に関する各種助成や支援の情報発信

4 網走刑務所住吉作業所の利活用
網走刑務所住吉作業所を活用した地域活性化策、関係人口創出施策を実施する。

● 作業所の未利用区画の利活用検討
● 既存参画事業者に対する支援
● 新規参画事業者の開拓
● 地域おこし協力隊の活用検討
● 網走刑務所との連携（刑務作業の活用）
● 事業に関する町内外への広報

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略　（Ｒ８～Ｒ１２）
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２　情報、デジタル化

●広報おおぞらや町のホームページを通じて分かりやすい広報に努めているほか、大空町公式
Instagramやそらっきーナビ（通称：そらナビ）などＳＮＳを通じた情報発信も実施。町民と行政の
相互理解、情報共有を進めるうえで広報を重視する自治体も増えており、本町においても伝える広報
から伝わる広報へと意識を変えて進めていくことが必要。
●インターネットを通じて議会中継の動画配信やパブリックコメントの実施、各種申請様式のダウンロー
ドサービスを実施。インターネットの利用状況には個人差があることを踏まえ、情報通信技術を利用
できる人と利用できない人の間で格差が生まれないようにすることも重要。
●行政サービス、行政事務のデジタル化を進め、業務の効率化やサービスの維持と品質向上に努めている。
業務を効率化することで、よりきめ細かな相談業務やサービス提供に力を注ぐことが必要。また、暮
らしを支える様々なサービスの間で、必要なデータの連携・共有を進めることにより、より最適化さ
れたサービスの提供を実現することが必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 広報の充実
町民の知りたい情報、町が伝えたい情報を、多様な手段を用いて分かりやすく伝える。

● 誰一人取り残さない広報誌づくり
● ホームページ見直し
● 統一した情報発信

2 町内の更なる通信環境の向上促進
無線環境の向上など整備した通信基盤の利用促進を図る。

● 通信基盤の利用促進のための啓発
● 無線環境の活用を推進（行政・民間それぞれの分野で）

3
行政サービス、行政事務のデジタル化
行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、職員の業務改善、セキュリティ対策、
業務継続性の向上に努めるとともに、町民の利便性も向上させる。

● デジタル技術を活用した町民サービスの検討
● デジタル技術を活用した行政運営の効率化や業務改善の検討

4
データ連携基盤の整備・普及
地域の暮らしを支える様々なサービスが必要なデータの連携・共有を相互に進め、一人ひとり
により最適化されたサービスを提供できるようにする。

● 暮らしの利便性向上や地域課題解決に寄与する、官民データ連携やオープンデータ＊活用の推進

5 適切な情報公開の実施
行政情報については、個人情報の保護に十分留意しながら公開を推進する。 ● 個人情報保護法施行条例に基づいた情報公開の実施

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・行政改革大綱・行政改革推進計画（Ｒ４～Ｒ８）

●町が所有する個人情報は、個人情報保護法施行条例に基づき、個人情報保護審査会により情報開示請求等に対
する調査や審議を実施。個人情報保護に十分留意しつつ、必要な情報を公開していくことが必要。

＊ オープンデータ：（行政が保有する）データを誰もが自由に使えるように公開すること。用語解説
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３　自治体経営

●地方自治法に示された「住民の福祉の増進とともに最少の経費で最大の効果をあげる」ことをめざし、
事務事業の見直しや職員数の適正化、財政の健全化に向けた取組を実施。近年はデジタル技術や民間
活力の導入を推進。
●公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の適正化と財政負担の軽減及び平準化を推進。施設の
老朽化が進み管理運営にかかる費用も増加傾向にある中で、利用状況や将来的な人口減少も視野に入
れながら、計画的な施設更新、統廃合、適切な利活用を進めていくことが必要。
●コンビニエンスストア等収納に加え、税や各種公金の納付方法に地方税統一ＱＲコードを活用できる
ようにするなど、より一層納付しやすい環境整備を推進。今後も納税等の意識を高め、町税や各種使
用料等の滞納を解消することが必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
事務事業改善による行政サービスの質の向上
社会情勢の変化や町民の意向を捉えたサービスをめざす。デジタル化を推進するとともに、民
間参入が適している事務事業を委託し、質の高いサービスの提供に努める。

● ＩＣＴ＊を効果的に活用した行政サービスの向上
● 事業改善のための意向調査の実施
● 事務事業評価の実施と行政評価方法の継続的検討
● 社会的背景に即した指針や方針の見直し
● ニーズに応じた指定管理業務の改善
● 行政サービスの質を高める業務委託の検討
● 行政事務におけるデジタル化の推進

2
行政経営基盤の強化と機能的な組織編制
財政運営の効率化や的確で機能的な組織編制に努めながら、手続きの効率化や町民ニーズを捉
えたサービスの改善に努める。

● 使用料・手数料の見直しによる受益と負担の適正化
● 未利用財産の活用及び処分
● 定員適正化と機能的な組織編制

3
財政運営の適正管理の推進
公共施設等総合管理計画に基づく適正な施設管理に努める。
民間活力の導入や企業版ふるさと納税の活用などで公的負担の抑制を推進する。

● 財務及び資産状況の把握、周知
● 公共施設の長寿命化の推進
● 公共施設の有効活用と統廃合の検討
● 公民連携の幅広い活用
● 自主財源の確保（企業版ふるさと納税などの活用）

4
税への理解促進と納税の推進
税を納めやすい環境づくりを進めながら、滞納処分を推進し税負担の公平性を確保するととも
に、税の必要性を伝え納税意識の高揚に努める。

● 個別の状況に応じた適切な滞納整理事務の展開
● 児童生徒を中心とした租税教育の展開
● 税の必要性の周知徹底
● 納税や申告手法の拡充、利用方法の周知強化
● 滞納者に対する町補助等受給権限の制限（行政サービス制限）

5
広域行政の推進
共通する課題解決や目標に向けて関係自治体が連携して対処することで、より高い効果が期待
できる取組を推進する。

● 広域連携による事務事業や業務の効率化の推進
● 公共交通政策における連携の推進（ＪＲ存続、バス運営補助、地域内交通）
● 圏域全体で必要な生活機能を確保し定住を促進する政策の推進（東オホーツク定住自立圏共生ビジョン）
● 自治体のデータ連携基盤の共同利用による広域化の検討

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・行政改革大綱・行政改革推進計画（Ｒ４～Ｒ８）

・公共施設等総合管理計画（Ｒ８～Ｒ１７）
・個別施設実施計画（Ｒ８～Ｒ１７）

●ごみ処理や下水道、消防等で周辺市町と連携し広域的に事業を実施。また、網走市と定住自立圏形成協定を締
結し、休日における医療体制、生活路線バスの維持において相互連携を図っている。

ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＊ＩＣＴ（アイシーティー）：情報や通信に関する技術の総称。用語解説
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４　共生社会

●農業分野では関係機関等への女性の任用を推進しているほか、女性の消防職員や消防団員が働きやす
い環境づくりに努めるなど、男女で共同参画を進めやすい環境づくりを各分野で推進。審議会等の委
員選任については、女性の参画割合が少ない状況が続いている。
●令和６（２０２４）年４月から行政機関や事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」
を禁止し、合理的な配慮を行うことが義務化。障がいのある人の活動を制限しているバリアを取り除
くのは社会の責任であることを理解し、対応していくことが必要。
●日本に住む外国人が増える中、受け入れる側の日本人、受け入れられる側の外国人ともに、共生の理
念を理解し、お互いの国の風土・文化を理解するよう努めたうえで、外国人に日本のルールや制度を
理解し、責任ある行動を求めることが重要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1 男女共同参画の推進
人権尊重と共生を基本に、性別にかかわらず誰もが活躍できる社会をめざし、取組を進める。

● 教育を通じた男女双方の意識改革、理解促進
● 政策・方針決定過程等への女性の参画拡大
● 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和（ワークライフバランス＊４）
● 地域における男女共同参画の推進
● 男女間の暴力、ハラスメント等を根絶するための意識啓発
● 男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備

2
障がい者に対する偏見や差別のない社会の実現
障害者差別解消法を通して、障がいの有無にかかわらず、共に支え合い、差別なく安心して暮
らせる地域づくりを進める。

● 障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止、「合理的配慮の提供」の推進など障
害者差別解消法の順守、町民・事業者への周知

3
外国人との共生
日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会をめざし、日本が魅力ある働
き先、生活の場として選ばれる国になるような環境づくりを進める。

● 外国人に対する情報発信、相談支援の充実
● ライフステージ・ライフサイクル＊５に応じた支援の充実
● 外国人材の円滑かつ適正な受入れ
● 共生社会の基盤整備に向けた取組

4 多様性の理解、尊重
社会全体が多様性を理解し尊重する環境づくりを進め、誰もが共に支え合う共生社会をめざす。

● 多様性を理解・尊重するための学習、広報普及啓発
● 当事者を対象とした情報提供、相談支援
● パートナーシップ宣誓制度の運用

●性的マイノリティ＊１の方の日常生活の困難や生きづらさの軽減を図るとともに、誰もが性別・性自認・性的
指向に関わらず個人として尊重され、多様な選択ができる社会をめざし、令和６（２０２４）年４月から「大
空町パートナーシップ宣誓制度＊２」を導入。令和７（２０２５）年４月から「パートナーシップ制度自治体
間連携ネットワーク＊３」へ加入。また、東オホーツク定住自立圏（網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町）
では、いずれの自治体でもパートナーシップ宣誓制度に関する手続きが可能。

＊１ 性的マイノリティ：個人において自身の性別についての認識が出生時に判定された性別と異
なる場合や、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別の指向が異性に限らない方など。
＊２ パートナーシップ宣誓制度：一方又は双方が性的マイノリティである２人が、互いを人生のパー
トナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町に宣誓し、
町が事実を認め、宣誓書受領証や受領証カードを交付する制度。

用語解説 ＊３ パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク：連携する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続きでパー
トナーシップ宣誓制度の利用が継続できる。
＊４ ワークライフバランス：仕事と生活のバランスをとる。どちらも大切にできるようにする意識。
＊５ ライフステージ・ライフサイクル：ライフステージは年齢や生活環境の変化に伴う人生の段階のこと。ライフサ
イクルは「人生」のこと。
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５　地域脱炭素

●令和６（２０２４）年３月、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ
大空町」を宣言。公共施設における節電や温泉熱を利用した暖房など、二酸化炭素の排出抑制の取組
を進めているほか、町民や各事業所に広報等を通じて協力を呼び掛けている。目標の達成には、行政、
町民、事業所などが一丸となった取組が必要だが、緊急性が伝わりにくく、町全体で地球温暖化対策
を推進する意識の共有が必要。
●新築住宅の省エネ基準適合の義務化やＳＡＦ＊の利用推進など、さまざまな領域で二酸化炭素削減が取
り組まれる中、本町においても建築物の省エネルギー化や廃食油の利活用などを推進することが必要。
●金融・資産運用特区、地域未来投資促進法など国や北海道の動向を踏まえ、地球温暖化施策と地場産
業やエネルギーの地産地消を結び付けたアピールを行うことが必要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
再生可能エネルギーの導入推進
太陽光発電以外の再生可能エネルギーとして、すでに導入実績のある地中熱利用システムや温
泉熱利用システムの導入により、暖房等の代替エネルギーとして活用する。

● 再生可能エネルギーに関するゾーニングの実施
● 地球温暖化対策のための太陽光発電設備の導入（公共施設、家庭、民間施設への普及）

2
機械・建物の省エネルギー化
家庭や事業所におけるエネルギー使用量の削減を促進し、二酸化炭素排出量を削減する。
公共施設に関しては電気使用量の削減やごみの減量、リサイクル等の取組を積極的に進め、他
の施設への普及につなげていく。

● 建設用・農業用機械の省エネ・高効率化機械の導入に向けた啓発
● 建物の断熱性能向上によるエネルギー消費削減に向けた啓発

3
脱炭素交通の推進
次世代自動車の導入や自動車利用の効率化等によって運輸部門における温室効果ガス排出量を
削減する。

● 公共交通利用促進・地域モビリティーの低炭素化に向けた検討
● 車両の電動化と次世代モビリティーの導入に向けた検討
● 自転車や歩行者中心のまちづくりの検討（都市計画や立地適正化計画）

4
環境保全の推進
森林資源を保全・創造し二酸化炭素の吸収源にする。
廃食油の利活用と併せて今後本町で活用の可能性がある技術について動向を把握。
行政や事業者のみならず、町民を巻き込んだ環境学習を推進する。

● 森林整備、カーボンクレジットの活用の検討
● 学校や公共施設での省エネ行動の啓発と実践
● ごみの減量や資源循環の促進と啓発
● 企業・事業者との協働による環境活動の推進

関連する個別計画など
（計画期間／年度） ・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（Ｒ７～Ｒ１２）

＊ ＳＡＦ（サフ）：廃食油、微細藻類、木くず、サトウキビ、古紙などを主な原料として製造され、
従来の化石燃料由来のジェットエンジンと比べ二酸化炭素排出量を削減できるものと期待され
ている。

用語解説
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６　協働によるまちづくり

●官民連携でまちづくり会社を設立し地域の課題に取り組む自治体が増える中、本町においても地域の
プレイヤーが主体となり、持続可能なまちづくり活動が増えるよう促進していくことが必要。
●町内には４８の自治会があり、町は自治会運営や自治会活動を支援。会員数の減少や役員のなり手不
足により自治会活動が縮小し、従来どおりの運営が難しい自治会も。また、多くの町民に利用されて
いる女満別研修会館は老朽化が著しく、建物の延命は困難で早期の更新が喫緊の課題。
●平成２４（２０１２）年に町民が自治の主体であること、町民、議会、行政の協働で自治を進めるこ
となどを明記した自治基本条例を制定し、まちづくりへの町民参画を促進。町民が主体的に行うまち
づくり活動については、元気づくり応援事業などで支援。
●ふれあいトークやふれあい意見箱、町長へのメールなどを通じて広聴活動を実施。行政と町民が連携・
協働によって進めるべき課題も増える中、広聴活動を通じて要望や意見を課題解決にいかすことが必
要。

現状 課題

施策・10年間で取り組むこと

施　策　▶ ▶　10 年間で取り組むこと

1
官民連携の推進
地域課題解決のために、民間の知見やネットワークを活用し、官民協働によるまちづくりを推
進する。

● 連携にむけたサウンディング＊１、対話の実施
● 自由提案制度の仕組みづくり
● 地域活性化起業人など企業人材の受入

2 地域コミュニティ活動の促進
自治会活動をはじめ、近隣住民相互の交流や助け合いにつながる取組を促進する。

● 自治会による地域コミュニティ活動の支援
● 町民会館や自治会館等の利用促進、維持管理（町の維持管理、自治会の維持管理）
● 地域と町双方向からの連絡・要望等の調整（地域担当職員制度）
● 研修会館の建て替え

3
町民参加、町民主体のまちづくりの推進
自治基本条例に基づき、自治への関心を促しながら、まちづくりへの町民参加や町民主体のま
ちづくりへ活動を促進する。

● 自治基本条例の実行と見直し
● まちづくりに関する情報の共有、町民参加や協働の推進（参加への啓発や機会の創出）
● 町民が主体となったまちづくり活動の支援（元気づくり応援事業）

4 広聴の充実
町民との協働を進める第一歩として、町民からの声を聴き、まちづくりにいかす。

● ふれあいトークの開催、開催方法の改善
● ふれあい意見箱の設置など意見聴取機会の充実

5
地域ブランディングの推進
大空町の価値の言語化と新たな魅力づくり、他との差別化に町全体で取り組み、大空町ブラン
ドを確立する。

● ブランディング戦略構築
● 統一的なブランドメッセージやキービジュアルの発信
● 町民、町内商工事業者、観光協会、ＪＡ等との連携強化と横断的取組の推進
● 庁内連携体制の構築

6
公共交通施策の推進
地域公共交通の負の循環を解消する。
地域全体の公共交通の移動総量を増やすことが、地域公共交通の維持や地域経済の活性化につ
なげる。

● 毎日の暮らしの不安、不便に感じている町民等のための公共交通（地域内交通等）の検討
● ＭａａＳ＊２活用の可能性の検討
● 空港や駅といった広域交通拠点と地域を結ぶ交通手段の構築の検討

＊１ サウンディング：民間事業者と直接対話を行い事業アイデアや市場性・問題把握等のために
行う調査。

●町の強みを可視化し、大空町の認知度を高めていくことをめざし、地域ブランディングを推進。町や事業者、
町民などが一丸となって取り組むことが必要。

●公共交通による移動で日常生活に不便や不安を感じている町民がいる一方、自家用車を利用する町民も多く、
公共交通に対する意識に差が見られる。町民の高齢化が進む中、町全体で公共交通の在り方を考えることが必
要。加えて、大空町内の「地域内交通」だけでなく、大空町をはじめとするオホーツク地域を含めた「広域交通」
についても考えることが必要。

用語解説 ＊２ ＭａａＳ（ＭｏｂｉｌｉｔｙａｓａＳｅｒｖｉｃｅ）：複数の公共交通や移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決済等を
一括で行えるようにするサービス。
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0 20 40 60 80 100％

住みよい
２７．４ ％

住みにくい
２．８ ％

無回答
２．０ ％

どちらかといえば
住みよい
５４．３ ％

どちらかといえば
住みにくい
１３．５ ％

住みよい

住みにくい

●【小学生・中高生・一般の比較】大空町の住みごこち

小学生［２６］

中高生［２３０］

【一般】１０代［１１］

２０代［８２］

３０代［１００］

４０代［１４８］

５０代［２１３］

６０代［２７１］

７０代［３３９］

８０代以上［１５１］

住みよい

どちらかといえば住みよい

どちらかといえば住みにくい

住みにくい

無回答

総合的に考えて、現在の大空町の住みごこちはいかがですか。設問

57.7

30.4

36.4

26.8

27.0

20.9

30.5

23.2

31.9

29.1

34.6

46.5

54.5

53.7

50.0

64.2

50.7

54.6

56.0

51.0

7.7

18.3

12.2

17.0

12.2

16.4

18.8

8.3

13.2

4.8

7.3

6.0

2.7

2.3
2.2

1.8

2.0

9.1

1.1

2.1

4.6

１　アンケートの結果概要

●配布数　５，５９８票（うち４票居所不明等）
●回収数　１，３２９票（回収率２３．８％）

総回収数 全体 １，３２９

性別
男性 ６３０
女性 ６２５
その他（回答しない） ６
性別が「無回答」 ６８

年代

10代 １１
20代 ８２
30代 １００
40代 １４８
50代 ２１３
60代 ２７１
70代 ３３９
80代以上 １５１
年代が「無回答」 １４

職業

農林水産業 １５８
製造業、建設業 ９５
商業、金融・サービス業など １１３
運輸業、運送業 ２１
情報通信産業 ３
福祉・医療関係 ７２
公務員、団体職員など ２０６
上記以外の職業 １１６
家事専業 １２６
学生 １６
無職、退職された方 ３６９
職業が「無回答」 ３４

世帯の家族構成

三世代（親・子・孫等）以上 １１７
二世代（親・子） ４４１
夫婦 ４８５
一人暮らし（単身赴任も含みます） ２３９
その他 ３２
「世帯の家族構成」が無回答 １５

居住歴
大空町生まれ、ずっと大空町 ３６７
大空町生まれ、一度町外で暮らして、再び大空町 ２６７
大空町に引っ越してきた ６７８
「居住歴」が無回答 １７

居住地
女満別地区 ９５１
東藻琴地区 ３５８
「居住地」が無回答 ２０

（令和６年７月実施）
町民アンケートの回収数 町民アンケート　設問別調査結果
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今住んでいる場所に
住み続けたい
53.0 ％

どちらともいえない
24.4 ％

町外に移りたい
8.1 ％

転勤があるので、 
転出すると思う
2.9 ％

無回答
8.1 ％

町内の別の場所に移りたい
3.5 ％

0 20 40 60 80 100％

小学生［２６］

中高生［２０１］

【年代】１０代［１１］

２０代［８２］

３０代［１００］

４０代［１４８］

５０代［２１３］

６０代［２７１］

７０代［３３９］

８０代以上［１５１］

これからも大空町に住み続けたいと思いますか。設問

●【小学生・中高生・一般の比較】これからも大空町に住み続けたいと思うか

23.1 15.4 34.6 26.9

26.4 7.0 34.8 31.8

54.5 36.4 9.1

24.4 4.9 34.1 15.9 15.9 4.9

34.0 11.0 28.0 13.0
7.0
7.0

42.6
3.4

34.5 8.8
6.1
4.7

46.9
1.4
28.6 9.9

3.8
9.4

49.4
3.3

28.8 12.2
0.7
5.5

66.1
3.2
16.2

3.8
10.6

76.2
2.6
10.6

0.7
9.9

今住んでいる場所
に住み続けたい

町内の別の場所に
移りたい

一度は町の外に住むかもしれない
が、戻ってきたい（小中高生のみ）

どちらとも
いえない 町外に移りたい 転勤があるので、転出すると思う

（一般のみ）

無回答

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.2

0.5

0.8

1.1

1.4

1. 自然環境の良さ、保全の状況

2. 農村景観の美しさ

3.まちの景観、まちなみの美しさ4. 自然エネルギーの活用

5. 自然災害などに対する防災体制
6. 消防・救急体制

7. 交通安全に対する取り組み

8. 犯罪の防止、取り締まり

9.ごみの収集・リサイクル

10. 道路や歩道の整備

11. 道路や歩道の除排雪

12. 公園の整備

13. 公営住宅の整備や宅地の供給

14. 空き家対策、利活用など

15. 水道の整備や水質

16. 生活排水処理
17. 町外へのパスの利用のしやすさ

18. 町内のバスの利用のしやすさ

19. 鉄道の利用のしやすさ

20. 飛行機の利用のしやすさ

21. 子育て支援 (認定こども園含む )

22. 健康づくりや病気の予防対策

23. 病院・診療所などの医療環境

24. 高齢者支援

25. 障がい者 (児 ) 支援

26. 各種講座の参加機会、情報提供

27. 小学校、中学校の教育

28. 高校生の教育環境

29. 芸術文化活動の推進

30. 文化財や史跡の伝承保存

31. スポーツ活動の推進

32. 農業の振興

33. 林業の振興 (森林の保全、活用 )

34. 水産業、水産加工業の振興

35. 商業の振興 (買物の便利さ )

36. 商業の振興 (飲食の便利さ )

37. 観光の振興

38. 企業誘致や新たな事業への支援

39. 自治会などの地域活動
40.ボランティア活動 (機会・内容 )

41. 役場からの広報、情報提供

42. 町民のまちづくりへの参加

43. 役場の窓口対応やサービス

環境
生活の安全・安心
生活基盤
健康・子育て・福祉
教育・スポーツ・文化
産業
地域活動、まちづくり

［分野の区分］

-2 -1 0 1 2

-2

-1

0

1

2

高
い

低
い

重
要
度

高い低い 満足度

拡大

大空町での暮らしについて、現在の「満足度」と今後の「重要度」を評価してください。設問

＜加重平均値※での比較＞【マトリックス表】
　タテ軸を「重要度」、ヨコ軸を「満足度」としてグラフで示すと、タテ軸（重要度）では全
てプラスの範囲、ヨコ軸（満足度）は「－１から＋１」の範囲に位置します。
※算出方法は次のとおりです。
満足度：｛（満足×２）＋（やや満足×１）＋（普通×０）＋（やや不満×－１）＋（不満×－２）｝÷（回答者数－分からない）
重要度：｛（重要×２）＋（やや重要×１）＋（普通×０）＋（あまり重要でない×－１）＋（重要でない×－２）｝

÷（回答者数－分からない）
数値は－２から＋２の範囲で、－２に近いほど低く、＋２に近いほど高い、とみます。
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標
１
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本
目
標
３

基
本
目
標
２

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

資

料

編

１
．自
然
環
境
の
良
さ
、保
全
の
状
況

２
．農
村
景
観
の
美
し
さ

３
．ま
ち
の
景
観
、ま
ち
な
み
の
美
し
さ

４
．自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用

５
．自
然
災
害
な
ど
に
対
す
る
防
災
体
制

６
．消
防・救
急
体
制

７
．交
通
安
全
に
対
す
る
取
り
組
み

８
．犯
罪
の
防
止
、取
り
締
ま
り

９
．ご
み
の
収
集・リ
サ
イ
ク
ル

10
．道
路
や
歩
道
の
整
備

11
．道
路
や
歩
道
の
除
排
雪

12
．公
園
の
整
備

13
．公
営
住
宅
の
整
備
や
宅
地
の
供
給

14
．空
き
家
対
策
、利
活
用
な
ど

15
．水
道
の
整
備
や
水
質

16
．生
活
排
水
処
理

17
．町
外
へ
の
バ
ス
の
利
用
の
し
や
す
さ

18
．町
内
の
バ
ス
の
利
用
の
し
や
す
さ

19
．鉄
道
の
利
用
の
し
や
す
さ

20
．飛
行
機
の
利
用
の
し
や
す
さ

21
．子
育
て
支
援(

認
定
こ
ど
も
園
含
む)

22
．健
康
づ
く
り
や
病
気
の
予
防
対
策

23
．病
院・診
療
所
な
ど
の
医
療
環
境

24
．高
齢
者
支
援

25
．障
が
い
者(

児)

支
援

26
．各
種
講
座
の
参
加
機
会
、情
報
提
供

27
．小
学
校
、中
学
校
の
教
育

28
．高
校
生
の
教
育
環
境

29
．芸
術
文
化
活
動
の
推
進

30
．文
化
財
や
史
跡
の
伝
承
保
存

31
．ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

32
．農
業
の
振
興

33
．林
業
の
振
興(

森
林
の
保
全
、活
用)

34
．水
産
業
、水
産
加
工
業
の
振
興

35
．商
業
の
振
興(

買
物
の
便
利
さ)

36
．商
業
の
振
興(

飲
食
の
便
利
さ)

37
．観
光
の
振
興

38
．企
業
誘
致
や
新
た
な
事
業
へ
の
支
援

39
．自
治
会
な
ど
の
地
域
活
動

40
．ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動(

機
会・内
容)

41
．役
場
か
ら
の
広
報
、情
報
提
供

42
．町
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
加

43
．役
場
の
窓
口
対
応
や
サ
ー
ビ
ス

０％

40％

30％

20％

10％

【“町内に住み続けたい”を選んだ理由】

ここで老後も生活を続けていけそうだから
生活環境が良いから

子育て、子どもの教育に良い環境だから
交通が便利だから
働く場所があるから

医療や福祉面に概ね不安がないから
日常生活が便利だから

現在の近所づきあいが良好だから
気候条件が良いから

町外に移りたいという理由が特にないから
その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％
62.5

42.6
8.0
12.6

18.8
15.2
16.2

25.2
24.8

42.1
3.9

【“どちらとも言えない・町外へ移りたい”を選んだ理由】
0％ 20％ 40％ 60％ 80％

70.4
10.0

7.6
60.2

24.8
48.4

42.1
3.0
1.6

11.3

ここで老後も生活を続けていくことに不安があるから
生活環境が良くないから

子育て、子どもの教育環境として不安があるから
交通が不便だから
働く場所がないから

医療や福祉面が不安だから
日常生活が不便だから

現在の近所づきあいが良好でないから
気候条件が良くないから

その他

今後のまちづくりで特に重要と思うものを選んでください。（５つまで選択可）設問

“町内に住み続けたい”を選んだ理由はどのようなことですか。設問

１番目に重要
２番目に重要
３番目に重要
４番目に重要
５番目に重要

43.7

17.5

4.4
1.8

3.1
0.8

13.5
1.9

0.5

3.5
0.7

9.7

18.1

15.3

7.1

6.4

3.7

16.4

5.4

1.6
3.8

0.2

7.6

5.0

13.3

5.9

5.4

2.7

14.8

9.9

2.9

14.7

0.6

25.7

7.1

6.9

3.2

3.4

6.8
2.0

5.5
2.0

0.6

3.5

18.5
1.9

2.9

6.8

8.7

7.0

6.0

10.2

8.5

9.9

7.0

1.7
6.2

9.6

0.6

5.3

3.5

6.2

3.7

4.3

6.2

5.6

9.4

4.7

2.9

11.2

18.5

0.5

結婚を望む人たちを応援する

各家庭で育児や家事などが円満に行われる

労働時間の短縮や育児休暇の普及

子育て世代の希望に沿った住宅

安心して子どもが遊べる公園や遊び場

未就学児までを対象とした保育サービス

小学生などの学童保育（放課後児童対策）

子どもの教育環境

出産や子育てに関する相談が気軽にできる

子育て世代の親同士が交流できる

子育てを見守る地域、助け合える地域である

子育てにかかる経済的負担が減る

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 50％40％

子どもを産み育てやすい大空町にするために、もっと必要なこと（もの）は何だと
思いますか。（３つまで選択可）設問

１番目に重要

２番目に重要

３番目に重要

いつまでも健康でいられるか

年金など生活費を得ることができるか

介護保険で十分な介護を受けられるか

面倒をみてくれる人がいるか

家族のこと

安心して住める住宅があるか

今の場所に住み続けられるか
（交通、買物、通院など不便にならないか）

生きる楽しみが持てるか
（生きがい、社会的な活動など）

友人や仲間が持てるか

自宅の維持管理や相続、使わなくなった時の
処分をどうするか

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 50％ 60％40％

老後の暮らしを考えた時、不安を感じることはどのようなことですか。
（３つまで選択可）設問

１番目に重要

２番目に重要

３番目に重要
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17.0

24.8

17.4

39.1

24.8

7.4

2.2

31.7

13.5

9.1

8.3

5.1

39.4

18.3

39.3

26.2

18.0

18.4

19.6

12.8

5.8

11.5

2.7

公共交通に対して不便に感じている点を選んでください。
（すべて選択可）設問

中高生 [230]
一般 [1,329]

不便に感じることはなく、利用している

公共交通を利用しないので、考えたことがない

自宅から歩かないといけない、乗る場所まで時間がかかる

便数が少ない、使いたい時間に便がない

行ける範囲が限られる、行きたい場所に行ける便がない

複数の目的地に立ち寄るのに不便

荷物を運ぶのが大変

運賃が高い

どこにバス停があるのか、ルートがあるのかなどがわからない

どうやって乗るのか、料金の払い方など、乗り方がわからない

時刻表がわからない

その他

0％ 20％ 40％ 60％

44.2

24.8

8.5

25.0

12.9

18.1

22.2

26.3

2.2

農林水産業の振興

商工業の振興

既存の製造業や建設業の振興

工場や事業所などの企業誘致

新たな事業の立ち上げや、起業の支援

観光・交流関連産業の振興

地域の資源を活かした物産、特産品の開発

その他

0％ 20％ 40％ 60％

大空町の産業全体を通じて、特にどのようなことに力を注ぐべきだと思いますか。
（３つまで選択可）設問

脱炭素など地球環境を守る産業の振興、関連企業の誘致

31.2

59.4

61.6

11.8

22.2

5.1

8.8

9.7

24.8

28.3

2.3

大空町の将来に、どのような姿を望みますか。
（３つまで選択可）設問

多様な働き方ができ、地域の経済に活気がある町

生活環境（交通､住宅､買物､飲食など）に
恵まれた便利で住みよい町

保健、医療、福祉の支えにより、安心して暮らせる町

教育環境が充実し、学習活動や文化・スポーツ活動がさかんな町

自然が豊かで自然の美しさが感じられる町

環境への負荷をなるべく減らそうとしている町

地域での交流や支え合いが多くみられる町

町外からの人やもの、情報の交流がさかんに行われる町

町民も町も自然災害や雪などに備えている、災害に強い町

事件や事故が少ない、安全な町

その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

15.0
3.6

7.4

5.5

5.1

46.8

33.6

34.8

33.5

24.3

25.9

43.2

38.0

39.7

41.8

8.8

9.2

11.3

18.7

8.7
3.6

10.8

10.6

10.0

10.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大空町のまちづくりや町民参加について、どのようにお考えですか。設問

まちづくりに関心がある

まちづくりに、町民の意向が反映されている

まちづくりに、町民が意見を伝える機会がある

まちづくりの情報が伝わっている

審議会やふれあいトーク(町政懇談会 )等に参加したい

そう思う やや思う あまり思わない そう思わない 無回答
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8.7

19.0

11.7

7.7

19.9

12.8

19.9

5.3

15.8

11.7

15.0

6.1

9.8

0.4

40.9

0％ 20％ 40％ 60％

まちづくり活動に参加するとしたら、どのような活動に参加したいですか。
（すべて選択可）設問

まちづくりに企画・提案をする活動

まちなかをきれいにする花いっぱい活動や清掃活動

地域の自然を守り育てる自然保護・愛護活動

環境への負担を減らすことにつながる活動

高齢者や困っている人に寄り沿い、支援する活動

子育て中の人を応援する活動

子どもたちの成長を応援する活動

郷土の歴史や文化を後世に伝える活動

健康づくりを広める活動

交通安全や防犯、防災など安全な暮らしを守る活動

イベントや行事の運営を手伝う活動

来訪者へのおもてなしや交流を手伝う活動

地場産品の開発やＰＲにつながる活動

その他

参加しない・参加できない

33.2

35.9

51.6

28.0

42.7

20.8

28.3

21.4

18.7

21.6

3.3

地域の活動やまちづくり活動に多くの人が参加するためには、
どのようなことが必要ですか。（３つまで選択可）設問

活動がマンネリ化しないようにする

参加しやすいような日時を設定する

個人の負担を軽くする

活動に関する情報を積極的に発信する

強制的、閉鎖的な雰囲気をなくす

活動に関することで、自由に意見が言える場をつくる

女性、若者、子どもが広く参加できる機会をつくる

負担がかかる活動は有償にしたり、謝礼を払ったりする

参加した人が（お金以外で）特典を受けられるようにする

活動をまとめる人材を見つける、増やす

その他

0％ 20％ 40％ 60％

●回収数　２６票
総回収数 全体 26

性別
男性 10
女性 16
その他（回答しない） 0

学年 小学５年 18
小学６年 8

住所 大空町女満別 13
大空町東藻琴 13

●回収数　２３０票
総回収数 全体 230

性別
男性 114
女性 108
その他（回答しない） 7

学年

中学１年 39
中学２年 35
中学３年 40
高校１年 36
高校２年 37
高校３年 40
高校生以外の高校生世代 0

住所
大空町女満別 150
大空町東藻琴 51
大空町外 28

小学生アンケートの回収数

中高生アンケートの回収数
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26.4

31.6

22.9

38.5

37.1

32.5

11.5

12.5

15.4

31.3

11.8

7.0

7.1

6.3

2.6

14.3

10.0

3.8

6.3

3.8

6.7

7.8

34.8

33.7

34.4

35.9

40.0

35.0

26.9

40.6

26.9

34.7

35.3

31.8

27.6

36.5

23.1

8.6

22.5

57.7

40.6

53.8

27.3

45.1

23.1

40.0

12.5

22.2

25.0

23.1

23.1

15.4

10.0

18.8

11.1

25.0

23.1

7.7

34.6

30.0

37.5

44.4

12.5

15.4

53.8

26.9

20.0

31.3

22.2

37.5

38.5

15.4

●大空町に住み続けたいか【小学生の回答】

全体［２６］

男性［１０］

女性［１６］

小学５年［１８］

小学６年［  ８］

大空町女満別［１３］

大空町東藻琴［１３］

0% 20% 40% 60% 80% 100%

●大空町に住み続けたいか【中高生の回答】

全体［２０１］

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今の場所に
住み続けたい

町内の別の場所に移りたい 一度は町外に住むかも
しれないけれど、
また戻ってきたい

大空町内の別の場所に
引っこしたい

一度は町の外に住むかも
しれないけれど、また大空町に
戻ってきたい

大空町以外のところに
引っこしたい

男性［９８］

女性［９６］

中学１年［３９］

中学２年［３５］

中学３年［４０］

高校１年［２６］

高校２年［３２］

高校３年［２６］

大空町女満別［１５０］

大空町東藻琴［  ５１］

町外に移りたい

おとなになった時、大空町に住み続けたいと思いますか。【小学生の設問】
（大空町民で）これからも大空町に住み続けたいと思いますか。【中高生の設問】設問

今の場所に
住み続けたい

総合的に考えて、現在の大空町の住みごこちはいかがですか。設問

●大空町の住みごこち【小学生の回答】

全体［２６］

男性［１０］

女性［１６］

小学５年［１８］

小学６年［  ８］

大空町女満別［１３］

大空町東藻琴［１３］

60.0

56.3

50.0

75.0

76.9

38.5

40.0

31.3

38.9

25.0

23.1

46.2

12.5

11.1

15.4

57.7 34.6 7.7

30.4

38.6

23.1

41.0

42.9

37.5

8.3

32.4

22.5

36.7

19.6

17.9

46.5

37.7

52.8

46.2

51.4

55.0

55.6

32.4

37.5

49.3

43.1

35.7

18.3

19.3

18.5

7.7

5.7

7.5

30.6

21.6

35.0

10.7

33.3

32.1

4.8

4.4

5.6

5.1

5.6

13.5

5.0

3.3

3.9

14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

●大空町の住みごこち【中高生の回答】

全体［２３０］

男性［１１４］

女性［１０８］

中学１年［３９］

中学２年［３５］

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住みよい どちらかといえば住みよい
（どちらかといえば住みよさそう）

どちらかといえば住みにくい
（どちらかといえば住みにくそう）

住みにくい

住みよい どちらかといえば住みよい どちらかといえば住みにくい 住みにくい

中学３年［４０］

高校１年［３６］

高校２年［３７］

高校３年［４０］

大空町外［  ２８］

大空町女満別［１５０］

大空町東藻琴［  ５１］

小・中高生アンケート　設問別調査結果
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15.7

26.5

42.2

21.3

30.9

21.3

33.5

8.3

0.0

26.9

26.9

50.0

38.5

53.8

34.6

57.7

11.5

3.8

家や学校、まちづくり、世の中のことなどで、子どもや若者の意見も聞いて決めてほしい
と思うことはありますか。設問

0％ 20％ 40％ 60％
●子どもや若者の意見も聞いて決めてほしいと思うこと【小学生の回答】

0％ 20％ 40％ 60％
●子どもや若者の意見も聞いて決めてほしいと思うこと【中高生の回答】

家でのすごし方、時間の使い方

自分の将来（しょうらい）、仕事

校そく、せい服など、学校のルール

学校の建物や設備、使う用具など

地域や町でおこなう行事やイベント

町が建てる建物

町がつくる公園、遊び場

町がつくる道路

その他

家でのすごし方、時間の使い方

自分の将来（進学や職業について）

校則、制服など、学校のルール

学校の建物や設備、使う用具など

地域や町でおこなう行事やイベント

町が建てる建物

町がつくる公園、遊び場

町が整備する道路

その他

33.0

49.6

30.0

22.2

37.8

9.6

14.8

16.5

12.6

30.0

0.4

50.0

50.0

23.1

23.1

38.5

30.8

7.7

0.0

15.4

34.6

3.8

これから、大空町にどのような町になってほしいですか。
（３つまで選択可）設問

0％ 20％ 40％ 60％
はたらくところがいろいろあって、お店も多い町

交通が便利、家が良い、買物や食事にこまらないなど、
生活しやすい町

健康づくりやこまった時の助け合いがあり、安心してくらせる町

いろいろな教育が受けられて、文化・スポーツ活動がさかんな町

自然の多さや、きれいさを感じることができる町

環境を大事にし、守ろうとしている町

町の中で、住民どうしの交流や支え合いが多くみられる町

町外から、いろいろな人やもの、じょうほうが入ってくる町

住民も町も、さい害や大雪があっても大丈夫なように
とりくんでいる町

じけんやじこが少ない、安全な町

その他

●大空町にどのような町になってほしいか【小学生の回答】

0％ 20％ 40％ 60％
●大空町にどのような町になってほしいか【中高生の回答】

いろいろな働き方ができ、地域の経済に活気がある町

生活環境（交通、住宅、買物、飲食など）に恵まれた
便利で住みよい町

保健、医療、福祉の支えにより、安心して暮らせる町

教育環境が充実し、学習活動や文化・スポーツ活動が
さかんな町

自然が豊かで自然の美しさが感じられる町

環境への負荷をなるべく減らそうとしている町

地域での交流や支え合いが多くみられる町

町外からの人やもの、情報の交流がさかんに行われる町

住民も町も自然災害や雪などに備えている、災害に強い町

事件や事故が少ない、安全な町

その他
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きみのなは

ゆうえんち

くものゆうえんち

きれいなまち

じんべいざめがいる
すいぞくかん

へいわ

いろんなおんせん
スイミーすいぞくかん

あかるいまち

ロボットが
人をまもるまち

ゆうえんちで
おおあそび

きれいでへいわな町

おかしのまち

みんなのどうぶつえん

ピアノのゆうえんち

へいわな町

湖にちかい町

自動うしのえさやり機

思いやりの大空町

１年中の野生の動物との
ふれあい

生まれかわった
キャンパス

海が近くにある
大都会な町

ぼくの理想

平和な町

大空町の小学生が、笑顔あふれる私たちの大空町を描いてくれました。
豊かな感性で私たちのまちをイラストやたくさんの作文で書いてくれました。
子どもたちが彩る私たちのまち大空町です。
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みんなが楽しく
できる町

みんながえがおのまち
いろいろできる

うみのせかい

クレーンゲームの
けいひん みんながやな思いを

しない町

今日がたのしい大空

未来のがっこうと
未来のかいかん

未来のもこと山

ペットショップ 学校にペット

１００年後の大空

未来の大空町
みらいのいえ

しばざくら公園に
動物園と水族館

ゆうえんち、がっこうの
じゃぐちからジュース どうぶつ園とゲームセンターが

ときのおうちにあった

みんななかよし じゃぐちからオレンジジュースと
かがみにドア⁉

今の東藻琴にはない物

どこからでも星が
見える東藻琴 にぎやかＭＡＸの

大空町
お店いっぱい大空町

まだまだのこれる
もこと山！ 自然のある便利な町

くまとキャンプが
できる場所

なかった物が
いっぱいの町

自然を活かした
アスレチック

ゆかいな大空町 住みやすくて楽しい
大空町

平和でゆたかな大空町
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令和６年７月１６日 第１回大空町総合計画策定審議会【全体会議】

（委員委嘱、会長副会長互選、策定要領協議、部会設置、諮問）

令和６年７月３０日 まちづくりアンケート実施

（５，５９４票配布、１，３２９票回収、回収率２３．８％）

令和６年１０月２１日 第２回大空町総合計画策定審議会【全体会議】

（まちづくりアンケート結果、基本構想将来像意見聴取）

令和６年１２月上旬 グループインタビュー実施

（子育て層、移住者）

令和６年１２月～１月 小学生絵画募集

令和７年１月２１日 専門部会協議（総務部会）

（基本構想骨子（案）協議）

令和７年３月１８日 専門部会協議（総務部会）

（基本構想素案協議）

令和７年３月２４日 第３回大空町総合計画策定審議会【全体会議】

（基本構想素案協議、第２次総合計画検証）

専門部会協議（全部会）

（第２次総合計画検証）

令和７年６月２４日 第４回大空町総合計画策定審議会【全体会議】

（基本構想将来像・基本目標について、基本計画施策案について）

令和７年６月～７月 専門部会協議（全部会）

（各部会：施策協議、総務部会：施策協議、将来像・基本目標協議）

令和７年７月２９日 第５回大空町総合計画策定審議会【全体会議】

（基本構想素案・基本計画素案協議）

令和７年８月～９月 パブリックコメントによる意見公募（意見なし）

令和７年１０月２３日 専門部会協議（総務部会）

（パブリックコメント実施状況、基本計画素案修正、人口指標）

令和７年１１月１３日 専門部会協議（総務部会）

（基本構想将来像説明修正・重点施策について）

令和７年１１月２７日 第６回大空町総合計画策定審議会【全体会議】

（最終調整、答申案全体協議）

全体審議会 ６回開催
（R6 : 7/16 ･ 10/21　R7 : 3/24 ･ 6/24 ･ 7/29 ･ 11/27）

総務部会 ９回開催
（R6 : 7/16　R7 : 1/21 ･ 3/18 ･ 3/24 ･ 6/24 ･ 7/3 ･ 7/11 ･ 10/23 ･ 11/13）

産業部会 ５回開催
（R6 : 7/16　R7 : 3/24 ･ 6/24 ･ 7/2 ･ 7/10）

福祉部会 ５回開催
（R6 : 7/16　R7 : 3/24 ･ 6/24 ･ 7/2 ･ 7/9）

教育部会 ５回開催
（R6 : 7/16　R7 : 3/24 ･ 6/24 ･ 6/30 ･ 7/9）

住民生活部会 ５回開催
（R6 : 7/16　R7 : 3/24 ･ 6/24 ･ 7/4 ･ 7/9）

令和６年１２月９日 第１回総合計画策定委員会（アンケート結果・基本構想骨子案協議）

令和７年２月１３日 第２回総合計画策定委員会（基本構想素案・基本計画施策検討協議）

令和７年５月１６日 第３回総合計画策定委員会（基本計画策定協議）

令和７年６月２０日 第４回総合計画策定委員会（基本計画素案協議・基本構想将来像検討）

令和７年７月２２日 第５回総合計画策定委員会（基本構想・基本計画原案協議）

令和７年８月５日 第６回総合計画策定委員会（基本構想・基本計画原案協議）

令和７年９月４日 第７回総合計画策定委員会（議会特別委委員会対応協議・実施計画協議）

令和７年１０月１０日 第８回総合計画策定委員会（パブリックコメント実施状況・基本構想・基本計画素
案修正・人口指標等）

令和７年１１月１１日 第９回総合計画策定委員会（基本構想素案協議・議会特別委員会対応協議）

令和６年６月２１日 議会合同常任委員会（総合計画策定について）

令和６年９月２７日 議会合同常任委員会（まちづくりアンケート結果報告）

令和７年６月１９日 大空町定例会（総合計画調査特別委員会設置・開催）

令和７年７月２３日 第２回総合計画調査特別委員会（総合計画策定進捗状況報告）

令和７年８月１３日 第３回総合計画調査特別委員会（基本構想・基本計画素案協議）

令和７年１０月２７日 第４回総合計画調査特別委員会（パブリックコメント実施状況報告・人口指標協議）

令和７年１１月２５日 第５回総合計画調査特別委員会（基本構想素案修正報告・実施計画及び財政推計説明）

１．総合計画策定経過 ２．総合計画策定審議会各部会の開催状況

３．総合計画策定委員会の開催状況

４．議会常任委員会及び調査特別委員会の開催状況

３　第３次大空町総合計画策定経過
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大空町総合計画策定審議会条例
平成１８年６月２８日

条例第１９２号
　（趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基
づき大空町総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
　（設置）
第２条　町長の諮問に応じ大空町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため、大空町
総合計画策定審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（組織）
第３条　審議会は、委員３０人以内で組織する。
２　委員は、識見を有する者について町長が委嘱する。
３　審議会に専門部会を置くことができる。
　（会長）
第４条　審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の
職務を代理する。
　（委員）
第５条　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
　（会議）
第６条　審議会は、会長が招集する。
２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
　（庶務）
第７条　審議会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。
　（委任）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成２２年６月１６日条例第２０号）抄
（施行期日）
１　この条例は、平成２２年７月１日から施行する。
附　則（令和６年３月１３日条例第２号）
この条例は、令和６年４月１日から施行する。

●会長　河　西　　悟　　●副会長　崎　山　秀　昭
部　会　名 役　職 氏　名 所　属 備　考
総務部会 部 会 長 前　田　英　典 産業部会　部会長 Ｒ７．３．３１退任

山　川　秀　雄 福祉部会　部会長 Ｒ７．６．２４就任
Ｒ７．６．２５退任

佐　藤　拓　也 教育部会　部会長 Ｒ７．７．３就任
副部会長 國　府　直　輝 産業部会　副部会長 Ｒ７．６．２４就任

河　西　　　悟 会長
崎　山　秀　昭 副会長

委 員 山　田　　　大 産業部会　部会長 Ｒ７．６．２４就任
委 員 佐々木　徳　幸 福祉部会　副部会長
委 員 丹　羽　啓次郎 福祉部会　部会長 Ｒ７．６．２６就任
委 員 大　井　徹　也 教育部会　副部会長
委 員 坂　本　一　光 住民生活部会　部会長
委 員 大　槻　晶　子 住民生活部会　副部会長

産業部会 部 会 長 前　田　英　典 女満別町農業協同組合 Ｒ７．３．３１退任
山　田　　　大 女満別町農業協同組合 Ｒ７．６．２４就任

副部会長 國　府　直　輝 公募委員
委 員 板　垣　克　司 オホーツク網走農業協同組合
委 員 河　西　　　悟 大空町商工会
委 員 金　野　誠　治 西網走漁業協同組合
委 員 中　山　　　登 特定非営利活動法人オホーツク大空町

観光協会
委 員 伊勢谷　浩　一 公募委員
委 員 白　馬　照　泰 公募委員

福祉部会 部 会 長 山　川　秀　雄 社会福祉法人東藻琴福祉会 Ｒ７．６．２５退任
丹　羽　啓次郎 社会福祉法人東藻琴福祉会 Ｒ７．６．２６就任

副部会長 佐々木　徳　幸 社会福祉法人女満別福祉会
委 員 崎　山　秀　昭 社会福祉法人大空町社会福祉協議会
委 員 菊　地　　　勝 医療法人社団双心会
委 員 石　川　英　二 大空町民生委員児童委員協議会
委 員 矢　浪　竜　也 公募委員
委 員 岡　内　　　舞 公募委員

教育部会 部 会 長 佐　藤　拓　也 大空町小中学校長会
副部会長 大　井　徹　也 大空町社会教育委員会
委 員 白　井　進　也 大空町ＰＴＡ連合会
委 員 高　野　　　誠 大空町青少年健全育成指導員会
委 員 後　藤　満　晴 大空町文化団体協議会
委 員 中　川　至　純 公募委員
委 員 相　馬　　　隆 公募委員

住民生活部会 部 会 長 坂　本　一　光 大空町自治会連合会
副部会長 大　槻　晶　子 大空町自治会女性部連絡協議会
委 　 員 藤　井　智　靖 網走地区消防組合女満別消防団
委 　 員 久　野　秀　次 網走地区消防組合東藻琴消防団
委 　 員 樫　原　一　郎 大空町交通安全防犯推進委員会
委 　 員 加　藤　敏　和 大空建設業協会
委 　 員 河　西　かおり 公募委員
委 　 員 廣　瀨　太　郎 公募委員

（敬称略・順不同）

４　大空町総合計画策定審議会条例 ５　大空町総合計画策定審議会委員名簿
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大空町総合計画策定委員会委員名簿

役　職 職　名 氏　名 備　考
委 員 長 副　町　長 鈴　木　章　夫
副委員長 教　育　長 関　谷　正　樹
委 員 東藻琴総合支所長 菅　野　洋　治
委 員 総務課長 篁　　　充　清
委 員 福祉課長 宮　田　　　栄
委 員 住民課長 砂　金　英　樹
委 員 産業課長 林　　　敏　美
委 員 建設課長 髙　　　昭　寿
委 員 教育委員会生涯学習課長 平　田　義　和
委 員 総務課参事 笠　井　進　一
委 員 生涯学習課参事 歌　丸　庸　介
事 務 局 まちづくり推進室

６　大空町総合計画策定委員会委員名簿 ７　諮問書
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８　答申書 ９　議決
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